
『
類
聚
國
�
﹄
�
載
の
�
謂

﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
�
料
�
性
格
に
つ
い
て

赤

羽

目

匡

由

は
し
が
き

一

﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
�
料
�
性
格
に
つ
い
て

(一
)
石
井
正
敏
氏
の
學
說

(二
)﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
繫
年

(三
)
ⓒ
⑤
﹁
無
州
縣
館
驛
﹂
の
訓
み

(四
)
ⓒ
の
�
報
の
收
集
・
傳
�
者

(五
)﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
�
料
�
性
格

二

﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
解
釋

三

﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
に
み
る
地
方
社
會
と
そ
の
瓜
治

︱
︱
む
す
び
に
か
え
て
︱
︱

は

し

が

き

『
類
聚
國
�
﹄
と
は
︑
菅
原
�
眞

(八
四
五
～
九
〇
三
年
)
が
六
國
�
の
記
事
を
內
容
に
よ
り
分
類
・
�
集
し
た
類
書
で
あ
る
︒
そ
の
卷
一
九

三
・
殊
俗
部
・
渤
海
上
・
�
曆
一
五

(七
九
六
)
年
四
�
戊
子

(二
十
七
日
)
條
に
は
︑
七
世
紀
末
か
ら
一
〇
世
紀
初
に
か
け
て
東
北
ア
ジ
ア
に

興
�
し
た
渤
海
王
國
の
円
國
事
�
や
地
方
社
會
の
樣
相
を
傳
え
る
記
事

(以
下
﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂︒
後
揭
�
料
⒜
Ⓒ
)
が
見
え
︑
�
料
の
少
な
い
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渤
海
の
國
內
事
�
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
�
報
を
提
供
す
る
︒
こ
の
う
ち
特
に
後
�
の
一
�

(
Ⓒ
⑤
～
⑪
)
は
︑
渤
海
の
地
方
行
政
組
織
や
地

方
社
會
の
種
族
�
成
に
つ
い
て
営
べ
て
お
り
︑
從
來
!
目
を
集
め
て
き
た
︒

例
え
ば
そ
こ
に
見
え
る
首
領
と
は
地
方
の
靺
鞨
部
落
の
在
地
首
長
で
︑
都
督
・
刺
�
・
縣
令
と
い
っ
た
府
・
州
・
縣
の
地
方
官
に
任
ぜ
ら
れ

た
り
︑
そ
れ
よ
り
下
#
の
村
落
の
首
長
と
し
て
そ
の
荏
�
に
當
た
っ
た
り
す
る
と
共
に
︑
外
$
%
�
の
隨
員
と
も
な
っ
た
︒
渤
海
は
こ
う
し
た

首
領
層
の
在
地
荏
�
權
を
'
め
つ
つ
そ
れ
に
依
據
し
て
地
方
を
瓜
治
し
た
と
い
う
首
領
制
が
夙
に
提
唱
さ
れ
た(1

)
︒
首
領
制
に
よ
り
渤
海
の
地
方

瓜
治
の
あ
り
か
た
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
そ
の
ご
一
層
展
開
さ
れ(2

)
︑
首
領
を
外
$
%
�
團
に
�
制
し
て
對
外
$
易
に
參
加
さ
せ
る
こ
と

が
國
家
荏
�
の
(
諦
で
あ
っ
た(3

)
︑
と
)
張
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
た
︒
し
か
し
首
領
制
の
提
唱
以
*
よ
り
︑
そ
の
難
解
さ
か
ら
先
営
の
一
�
の
理

解
に
は
定
說
が
な
い(4

)
︒
特
に
首
領
を
都
督
・
刺
�
と
い
っ
た
村
長
の
も
と
で
荏
�
の
一
端
を
擔
っ
た
下
#
役
人
と
考
證
す
る
,
力
な
見
解
が
提

-
さ
れ(

5
)

︑
.
せ
て
地
方
荏
�
の
空
白
を
も
た
ら
す
首
領=

在
地
首
長
自
身
の
/
や
日
本
へ
の
渡
航
は
想
定
し
難
い
と
い
う
疑
問
が
0
さ
れ
た(6

)
︒

現
段
階
で
は
︑
首
領
の
時
1
�
な
性
格
變
2
を
考
慮
す
る
な
ど
怨
た
な
理
解
を
示
し
つ
つ
︑
在
地
首
長
︑
下
#
役
人
何
れ
の
理
解
を
3
る
に
せ

よ
︑
從
來
の
首
領
の
性
格
理
解
を
*
提
に
︑
渤
海
の
地
方
瓜
治
體
制
を
論
じ
る
液
れ
が
一
方
で
存
在
す
る(7

)
︒
他
方
︑
石
井
正
敏
氏
が
示
し
た
實

證
�
な
硏
究
視
角(8

)
を
承
け
︑
登
場
す
る
語
句
の
考
證
に
よ
り
﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
を
精
確
に
理
解
し
︑
首
領
の
實
態
に
7
ろ
う
と
す
る
試
み
も

續
い
て
お
り(9

)
︑
今
後
こ
う
し
た
方
面
で
の
硏
究
の
深
2
が
1
待
さ
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
從
來
︑﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
特
に
首
領
の
性
格
の
檢
討
を
8
じ
︑
渤
海
の
地
方
社
會
の
樣
相
と
そ
の
荏
�

の
あ
り
か
た
と
が
議
論
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
こ
れ
ら
議
論
の
*
提
と
な
る
﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
�
料
�
性
格
を
ど
う
考
え
る
か
が
︑
と
り

わ
け
實
證
�
に
首
領
の
實
態
に
7
る
際
に
は
︑
別
個
に
重
(
な
問
題
と
し
て
9
上
す
る
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
石
井
氏
が
夙
に
言
:
し(10

)
︑
そ

の
見
解
が
大
方
の
荏
持
を
得
て
お
り
︑
加
え
て
後
に
)
張
を
補
强
し
て
い
て(11

)
一
見
議
論
の
餘
地
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
た
だ
そ
の
後
も
斷
片
�

な
が
ら
﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
�
料
�
性
格
に
關
す
る
言
:
は
あ
り(12

)
︑
こ
の
問
題
を
改
め
て
檢
討
す
る
必
(
が
あ
る
と
考
え
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
�
料
�
性
格
を
再
吟
味
し(13

)
︑
<
に
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
筆
者
な
り
に
﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
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解
讀
に
取
り
組
み
︑
�
後
に
そ
の
解
讀
に
基
づ
き
︑
渤
海
の
地
方
社
會
の
樣
相
の
一
端
と
そ
れ
に
對
す
る
荏
�
の
あ
り
か
た
と
に
つ
い
て
若
干

言
:
し
た
い
と
思
う
︒

一

｢
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
�
料
�
性
格
に
つ
い
て

(一
)
石
井
正
敏
氏
の
學
說

｢渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
�
料
�
性
格
を
考
え
る
に
あ
た
り
︑
ま
ず
は
そ
の
原
�
と
現
在
の
筆
者
の
理
解
に
よ
る
訓
讀
�
と
を
揭
げ
る

(以
下
︑

�
料
原
�
中
の
丸
英
數
字
・
括
弧
・
傍
線
・
段
落
分
け
は
筆
者
に
よ
る
)
︒

⒜

『
類
聚
國
�
﹄
卷
一
九
三
・
殊
俗
・
渤
海
上

(原
�
に
つ
い
て
は
︑
石
井
+

(4
)
論
�
で
校
訂
さ
れ
た
も
の
に
從
い
︑
句
讀
は
私
見
に
よ
り
若
干

改
め
た
)

Ⓐ

十
五
年
四
�
戊
子
︑
渤
海
國
?
%
獻
方
物
︒
其
王
@
曰
︑
(中
略
)
︒
印
吿
喪
@
曰
︑
(中
略
)
︒

Ⓑ

印
傳
奉
在
/
學
問
僧
永
忠
等
�
附
書
︒

Ⓒ

①
渤
海
國
者
︑
高
麗
之
故
地
也
︒
②
天
命
開
別
天
皇
七
年
︑
高
麗
王
高
氏
︑
爲
/
�
滅
也
︒
③
後
以
天
之
眞
宗
豐
祖
父
天
皇
二

年
︑
大
祚
榮
始
円
渤
海
國
︒
和
銅
六
年
︑
E
/
册
立
︒
④
其
國
�
袤
二
千
里
︑
⑤
無
州
縣
館
驛
︑
⑥
處
々
,
村
里
︑
⑦
皆
靺
鞨
部
落
︒

⑧
其
百
姓
者
靺
鞨
多
︑
土
人
少
︒
⑨
皆
以
土
人
爲
村
長
︒
⑩
大
村
曰
都
督
︑
<
曰
刺
�
︑
⑪
其
下
百
姓
皆
曰
首
領
︒
⑫
土
地
極
F
︑

不
宜
水
田
︒
⑬
俗
頗
知
書
︒
⑭
自
高
氏
以
來
︑
G
貢
不
絕
︒

(
(
�
曆
)
十
五
年
四
�
戊
子
︑
渤
海
國

%
い
を
?
わ
し
方
物
を
獻
ぜ
し
む
︒
其
の
王
@
に
曰
く
︑
(
中
略
)
︑
と
︒
印
喪
を
吿
ぐ
る
@
に
曰
く
︑
(中
略
)︑

と
︒
印
在
/
學
問
僧
永
忠
ら
の
附
す
る
�
の
書
を
傳
奉
す
︒
渤
海
國
な
る
者
は
︑
高
麗
の
故
地
な
り
︒
天
命
開
別
天
皇
七

(
六
六
八
)
年
︑
高
麗
王
の
高

氏
︑
/
の
滅
ぼ
す
�
と
爲
る
な
り
︒
後
ち
天
之
眞
宗
豐
祖
父
天
皇
二

(六
九
八
)
年
を
以
て
︑
大
祚
榮

始
め
て
渤
海
國
を
円
て
︑
和
銅
六

(七
一
三
)
年
︑
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/
の
册
立
を
E
く
︒
其
の
國

�
袤
は
二
千
里
な
り
︒
州
縣
・
館
驛
無
く
︑
處
々
に
村
里
,
り
︑
皆
な
靺
鞨
部
落
な
り
︒
其
の
百
姓
は
靺
鞨
多
く
︑
土
人
少

な
し
︒
皆
な
土
人
を
以
て
村
長
と
爲
す
︒
大
村
は
都
督
と
曰
い
︑
<
は
刺
�
と
曰
う
︒
其
の
下
の
百
姓
は
皆
な
首
領
と
曰
う
︒
土
地
は
極
め
て
F
く
︑
水

田
に
宜
し
か
ら
ず
︒
俗
は
頗
る
書
を
知
る
︒
高
氏
自
り
以
來
︑
G
貢
絕
え
ず
︒
)

<
に
︑
こ
の
﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
�
料
�
性
格
に
つ
い
て
︑
廣
く
硏
究
者
に
E
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
石
井
氏
の
見
解
を
確
'
し
よ
う
︒

｢渤
海
沿
革
記
事
﹂
は
Ⓒ
以
下
で
あ
る
が
︑
Ⓑ
・
Ⓒ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
渤
海
%
が
在
/
僧
永
忠
の
書
狀
を
日
本
G
廷
に
傳
え
た
と
す
る

�
違
に
續
い
て
登
場
す
る
︒
そ
れ
ゆ
え
永
忠
が
天
皇
に
奉
っ
た
書
狀
の
內
容
で
あ
り
︑
八
世
紀
末
に
/
都
長
安
で
得
た
渤
海
�
報(14

)
と
か
︑
同
じ

く
八
世
紀
末
の
渤
海
で
の
見
聞
�
報(15

)
と
か
長
ら
く
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
こ
う
し
た
理
解
に
再
考
を
7
っ
た
の
が
石
井
+

(10
)
論
�
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
と
り
わ
け
Ⓒ
⑭
に
顯
著
だ
が
︑
Ⓒ
の
內
容
が
在
/
僧
の
書
狀
と
し
て
は
不
似
合
い
で
︑
こ
の
K
度
の
�
報
な
ら
ば
七
九
六
年
以
*
の
渤

海
?
日
%
や
日
本
の
?
渤
海
%
か
ら
で
も
十
分
得
ら
れ
る
こ
と
︑
書
狀
の
內
容
を
記
す
場
合
︑
8
常
﹁
曰
﹂
字
を
附
す
こ
と
の
二
點
を
擧
げ
︑

Ⓒ
は
永
忠
ら
の
書
狀
の
一
部
と
は
考
え
難
い
と
す
る
︒
<
に
︑﹃
類
聚
國
�
﹄
の
記
事
は
元
々
六
國
�
の
記
事
な
の
で
︑
Ⓒ
は
八
四
〇
年
に
完

成
し
た
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
記
事
で
あ
り
︑
繫
年
か
ら
み
て
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
渤
海
初
出
箇
�
に
お
け
る
︑
�
者
に
よ
る
渤
海
の
沿
革
說
L
記
事

で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒
<
に
︑
二
︑
三
の
例
外
を
除
き
︑
古
代
日
本
に
お
け
る
天
皇
へ
の
漢
風
諡
號
�
N
が
天
O
寶
字
六
～
八

(七
六
二
～
四
)

年
頃
と
さ
れ
る
の
で
︑
國
風
諡
號
を
%
う
Ⓒ
は
奈
良
時
代
の
古
傳
に
よ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
し
か
も
Ⓒ
③
の
�
武
の
國
風
諡
號
﹁
天
之
眞
宗

豐
祖
父
﹂
は
︑
始
め
天
O
寶
字

(七
五
七
～
六
五
)
年
閒
初
1
に
�
N
︑
そ
の
ご
�
曆

(
七
八
二
～
八
〇
六
年
)
初
年
に
﹁
倭
根
子
豐
祖
父
﹂
に

改
定
さ
れ
た
と
い
う
後
Q
四
郞
氏
の
見
解
を
參
照
し
︑
Ⓒ
を
少
な
く
と
も
�
曆
初
年
以
*
の
狀
況
を
記
す
も
の
と
す
る
︒
以
上
よ
り
︑
Ⓒ
は
奈

良
時
代
の
渤
海
と
の
$
涉
の
記
錄
に
基
づ
き
︑
渤
海
草
創
1
の
狀
況
を
営
べ
た
も
の
と
推
測
す
る
の
で
あ
る(16

)
︒

そ
の
後
︑
石
井
氏
は
別
稿
で
Ⓒ
に
%
用
さ
れ
る
語
句
を
詳
細
に
檢
討
し
︑
右
の
)
張
を
補
强
す
る(17

)
︒
ま
ず
︑
Ⓒ
⑭
の
﹁
G
貢
不
絕
﹂
の
表
現

は
中
國
正
�
四
夷
傳
に
頻
出
し
︑
ま
た
領
域
の
廣
さ
を
示
す
④
﹁
�
袤
﹂
と
い
う
餘
り
%
わ
れ
な
い
語
句
が
登
場
す
る
が
︑
特
に
こ
れ
ら
が
何

れ
も
﹃
隋
書
﹄
林
邑
傳
に
見
え
る
こ
と
に
!
目
す
る
︒﹃
隋
書
﹄
は
日
本
に
早
く
傳
來
し
﹃
日
本
書
紀
﹄
や
﹃
續
日
本
紀
﹄
の
�
纂
に
利
用
さ
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れ
て
い
る
の
で
︑﹃
隋
書
﹄
林
邑
傳
を
含
む
中
國
正
�
四
夷
傳
を
參
考
に
︑
四
夷
傳
を
著
す
と
い
う
U
識
の
も
と
Ⓒ
が
作
成
さ
れ
た
と
す
る
︒

<
に
︑
渤
海
領
域
の
廣
さ
を
示
す
Ⓒ
④
﹁
其
國
�
袤
二
千
里
﹂
は
︑
日
本
の
里
制
に
よ
る
數
値
で
な
く
中
國
�
料
の
表
記
を
踏
襲
し
た
記
営
で
︑

/
や
渤
海
な
ど
か
ら
得
た
草
創
1
の
渤
海
領
域
の
廣
さ
に
關
す
る
古
傳
に
基
づ
く
と
す
る
︒
さ
ら
に
⑤
﹁
館
驛
﹂︑
⑦
﹁
部
落
﹂
の
兩
語
句
は

古
代
日
本
で
殆
ど
%
わ
れ
な
い
も
の
で
︑
中
國
�
料
の
用
例
を
參
考
に
し
た
と
す
る
︒
以
上
の
檢
討
よ
り
︑
Ⓒ
は
永
忠
の
書
狀
な
ど
で
は
な
く
︑

﹃
日
本
後
紀
﹄
�
者
が
渤
海
初
見
記
事
に
加
え
た
渤
海
傳
と
い
う
べ
き
記
事
と
斷
定
す
る
︒
Ⓒ
は
八
四
〇
年
の
﹃
日
本
後
紀
﹄
�
纂
時
の
�
違

だ
が
︑
そ
れ
ま
で
に
日
本
で
知
ら
れ
て
い
た
�
報
に
中
國
�
料
な
ど
を
V
用
し
て
成
�
し
た
も
の
で
︑
九
世
紀
の
渤
海
�
勢
を
反
映
す
る
記
事

と
は
見
な
せ
な
い
と
い
う
︒
そ
し
て
具
體
�
に
そ
の
)
な
材
料
を
︑﹁
イ
．
こ
れ

(﹃
日
本
後
紀
﹄
�
纂
時
：
筆
者
補
)
ま
で
渤
海
と
の
$
涉
を
8

じ
て
得
た
�
報
︑
ロ
．
/
と
の
$
涉
で
得
た
�
報
︑
ハ
．
中
國
の
正
�
や
古
典
の
知
識
﹂
と
推
測
し
︑
�
後
に
﹃
續
日
本
紀
﹄
神
¶
四

(七
二

七
)
年
十
二
�
丙
申

(二
十
九
日
)
條

(後
揭
�
料
⒝
)
に
も
渤
海
の
沿
革
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
Ⓒ
が
﹃
日
本
後
紀
﹄
渤
海
傳
と
[
す
べ
き

記
事
で
あ
る
こ
と
を
再
確
'
す
る
の
で
あ
る
︒

(二
)﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
繫
年

石
井
氏
の
一
聯
の
硏
究
で
︑
Ⓒ
が
永
忠
の
書
狀
そ
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
L
ら
か
と
な
っ
た(18

)
︒
ま
た
Ⓒ
は
元
々
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
記
事
だ
と

い
う
指
摘
も
�
確
で
︑﹃
類
聚
國
�
﹄
�
者
菅
原
�
眞
と
の
關
聯
を
想
定
す
る(19

)
こ
と
は
難
し
い
︒
た
だ
し
他
の
論
點
に
つ
い
て
は
な
お
議
論
の

餘
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
ま
ず
︑
Ⓒ
が
ど
の
時
1
の
渤
海
の
狀
況
を
傳
え
た
記
事
か
と
い
う
點
︑
卽
ち
繫
年
を
考
え
よ
う
︒
早
く
は
Ⓒ
を
永

忠
の
書
狀
と
見
な
し
て
八
世
紀
末
の
渤
海
の
國
內
事
�
を
傳
え
る
も
の
と
し
︑
⑤
・
⑥
の
國
制
未
整
備
を
︑
/
の
繁
榮
に
眩
惑
さ
れ
た
永
忠
の

誇
張
と
す
る
U
見(20

)
も
あ
っ
た
が
︑
石
井
氏
の
指
摘
以
影
︑
渤
海
草
創
1
の
狀
況
を
傳
え
た
記
事
と
理
解
す
る
の
が
一
般
�
で
あ
る
︒
た
だ
石
井

氏
は
奈
良
時
代
と
す
る
だ
け
で
具
體
�
な
年
時
に
言
:
し
な
い
︒
^
年
石
井
說
を
踏
ま
え
︑
Ⓒ
は
七
二
〇
年
︑
七
二
八
年
の
日
本
の
?
渤
海

(
印
は
靺
鞨
國
)
%

(表
2
參
照
)
の
見
聞
を
も
と
に
︑
八
世
紀
初
頭
の
大
祚
榮
と
大
武
藝
と
の
時
代
の
渤
海
事
�
を
傳
え
る
と
す
る
一
步
踏
み
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`
ん
だ
指
摘
が
金
東
宇
氏
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る(21

)
︒
こ
の
指
摘
を
手
が
か
り
に
Ⓒ
の
繫
年
を
考
え
よ
う
︒

Ⓒ
の
繫
年
を
考
え
る
上
で
第
一
に
確
'
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
Ⓒ
⑤
～
⑫
・
⑭
は
渤
海
?
日
%
か
ら
得
た
�
報
と
は
考
え
難
い
點
で
あ
る
︒

⑤
～
⑦
は
國
制
の
未
整
備
を
︑
⑫
は
水
稻
作
を
*
提
と
す
る
地
域
の
人
々
の
感
覺
を
︑
⑭
は
日
本
へ
の
G
貢
を
各
々
記
し
て
お
り
︑
こ
う
し
た

渤
海
に
と
っ
て
a
の
︑
と
り
わ
け
遲
く
と
も
七
三
九
年
以
影
に
つ
い
て
は
自
國
の
實
�
と
相
反
す
る
事
柄

(
後
営
)
や
︑
自
己
の
居
b
地
域
と

は
衣
な
る
自
然
c
境
を
*
提
と
し
た
�
報
を
︑
渤
海
%
自
ら
殊
d
日
本
に
傳
え
る
と
は
考
え
難
い
︒
ま
た
Ⓒ
⑧
～
⑪
は
︑
⑤
～
⑦
を
*
提
と
す

る
內
容
で
あ
っ
て
兩
者
は
切
り
離
せ
な
い
︒
⑧
～
⑪
も
⑤
～
⑦
と
同
時
に
獲
得
さ
れ
た
一
聯
の
�
報
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
は
渤
海

へ
渡
っ
た
日
本
人
が
渤
海
で
見
聞
し
た
�
報
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
先
の
Ⓒ
を
日
本
の
?
渤
海
%
の
見
聞
�
報
に
基
づ
く
と
す

る
U
見
は
︑
以
上
を
考
慮
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
こ
で
第
二
に
︑
Ⓒ
は
い
つ
ど
の
%
者
が
獲
得
し
た
�
報
に
基
づ
く
の
か
が
問
題
と
な
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
⑤
の
﹁
無
州
縣
館
驛
﹂
に
!

目
し
た
い
︒
七
三
九
年
︑
七
五
八
年
︑
七
五
九
年
に
來
日
し
た
渤
海
大
%
が
各
々
︑
若
忽
州
都
督
︑
行
木
底
州
刺
�
︑
玄
Ù
州
刺
�
の
官
銜
を

帶
び
て
お
り

(表
1
參
照
)
︑
七
三
九
年
に
は
渤
海
に
お
け
る
州
の
存
在
を
日
本
G
廷
が
把
握
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
他
に
渤
海

の
實
態
と
し
て
︑
私
見
に
よ
れ
ば
遲
く
と
も
七
五
八
年
に
は
府
の
︑
七
六
二
～
四
年
ま
で
に
は
州
・
縣
の
設
置
が
廣
く
渤
海
の
中
心
地
域
に
わ

た
り
確
'
で
き
る(22

)
︒
Ⓒ
⑤
を
﹁
州
縣
無
し
﹂
と
解
釋
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
七
三
九
年
以
*
の
�
報
に
よ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
金
東
宇
氏

が
七
二
〇
年
と
七
二
八
年
と
の
日
本
の
%
者
に
�
報
源
を
限
定
し
た
の
は
︑
以
上
の
理
由
に
よ
ろ
う
︒
し
か
し
こ
の
兩
度
の
%
者
の
う
ち
︑
*

者
を
�
報
源
と
は
見
な
し
難
い
︒
七
二
〇
年
の
%
者
は
靺
鞨
國
に
e
?
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
靺
鞨
國
は
渤
海
と
は
考
え
難
い(23

)
か
ら
で
あ

る
︒
な
お
︑
Ⓒ
⑤
を
﹁
渤
海
に
は
州
縣
が
無
い
﹂
と
は
解
釋
し
な
い
U
見
も
あ
る
が
︑
從
い
難
い

(後
営
)
︒

從
っ
て
Ⓒ
⑤
～
⑦
の
國
制
未
整
備
を
︑
渤
海
草
創
1
の
故
と
い
う
想
定
を
突
き
詰
め
る
と
︑
Ⓒ
は
ひ
と
ま
ず
七
二
八
年
e
?
の
日
本
の
渤
海

%
に
よ
る
見
聞
�
報
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
︒

し
か
し
Ⓒ
の
繫
年
を
考
え
る
に
は
も
う
一
つ
︑
③
に
登
場
す
る
�
武
の
國
風
諡
號
﹁
天
之
眞
宗
豐
祖
父
﹂
に
!
目
す
る
必
(
が
あ
る
と
思
う
︒
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表 1 渤海%一覽 (840年まで)

№ 來着年�日 大 %
人數

(隻數)
着岸地・移動地

出國

安置

推定

來日

航路

備 考

1 神¶ 4(727). 9. 21 高仁義 24 出羽國 北
高仁義ら 16 人が蝦夷に殺hされ，

首領高齊德ら 8人のみが入京．

2 天O 11(739). 7. 13 胥(德 (2) 出羽國 北

j路でk 1隻が沈沒し大%の忠武將

軍・若忽州都督胥(德ら 40 人が溺

死．副%の己珎蒙が入/%l官O群

廣成をmい入京．O群廣成は渤海經

由で歸國．

☆ 天O 18(746) 1,100 餘 出羽國 出羽國 北

3 天Oo寶 4(752). 9. 24 慕施蒙 75 越後國佐渡嶋 北

4 天O寶字 2(758). 9. 18 楊承慶 23 越*國 橫

No. ③と同�．大%楊承慶の官銜

は，輔國大將軍q將軍・行木底州刺

�q兵署少正・開國公．

5 天O寶字 3(759). 10. 18 高南申 對馬→大宰→難波江口 G

No.※と同�．大%高南申の官銜

は，輔國大將軍q將軍・玄Ù州刺�

q押衙官・開國公．

6 天O寶字 6(762). 10. 1 王怨福 23
佐利t津→

越*國加賀郡
橫

No.⑤と同�．佐利t津は越*國加

賀郡內とする說と出羽國ut (さる

はね) 驛 (山形縣�上郡舟形町付^

に比定) とする說とがある．

7 寶¶ 2(771). 6. 27 壹萬福 325(17)
出羽國v地野代湊→

常陸國
能登國 北

寶¶ 3. 2. 29歸國のwにつくも，同 9.

20能登國にkが漂着．實際日本を離

れたのは，寶¶ 4. 4, 5 頃か．永忠ら

をmい歸國したと考えられる．

8 寶¶ 4(773). 6. 12 烏須弗 (1) 能登國 能登國 北

9 寶¶ 7(776). 12. 22 �都蒙 187or166 越*國加賀郡 G

10 寶¶ 9(778). 9. 21 張仙壽 (2) 越*國謁井郡三國湊 橫 No. ⑧と同�．

11 寶¶ 10(779). 9. 14 高洋弼 359 出羽國 出羽國 北 歸路は日本よりk 9隻を貰って歸國．

12 �曆 5(786). 9. 18 李元泰 65(1) 出羽國→越後國 越後國? 北

13 �曆 14(795). 11. 3 呂定琳 68
出羽國夷地志理波村→

越後國
北

志理波村を能代 (秋田縣) や北海�

南部に比定する說がある．在/留學

僧永忠らの書を傳�．

14 �曆 17(798). 12. 27 大昌泰 隱岐國智夫郡 橫 No.⑪と同�．

15 大同 4(809). 10. 1 高南容 越*國 橫?

16 弘仁元(810). 9. 29 高南容 橫?

17 弘仁 5(814). 9. 30 王孝廉 出雲國
出雲國

越*國
橫

18 弘仁 9(818). 4. 5 慕感德 ？

19 弘仁 10(819). 11. 20 李承英 橫?

20 弘仁 12(821). 11. 13 王�矩 橫?

21 弘仁 14(823). 11. 22 高貞泰 101 加賀國→越*國 橫

22 天長 2(825). 12. 3 高承祖 103 隱岐國(→出雲國) 加賀國 橫

23 天長 4(827). 12. 29 王�矩 100(1) 但馬國 橫

※本表は古畑+(66)a・b論��揭の表をもとに，本稿の敍営に合わせて�報を加除したものである．
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表 2 ?渤海%一覽

№ 任命年�日 出京年�日 大 %
人

數
出發地 歸國地

歸國・歸京

年�日

推定

歸國

航路

備 考

☆
養老 4(720)

正. 23 以*

養老 4

正. 23
諸君鞍男 6 ―

諸君鞍男は渡嶋津輕津司

として靺鞨國にe?され

る．靺鞨國は渤海とは見

なしがたい．

①
神¶ 5(728)

2. 26

神¶ 5

6. 5
引田蟲z呂 62

越*國

加賀郡

天O2(730)

8. 29 歸京
北 No. 1 の{%．

②
天O 12(740)

正. 13

天O 12

4. 20
大m犬養

天O 12

10. 5 歸國
橫 No. 2 の{%．

③
天O寶字 2(758)

2. 10 以*

天O寶字 2

2. 10 以後
小野田守 68 越*國

天O寶字 2

9. 18 歸國
橫 No. 4 と同�．

※
天O寶字 3(759)

正. 30

天O寶字 3

2. 16

高元度

99

大宰府

天O寶字 5

(761)

8. 12 歸國

―

Q原淸河を}える}入/

大%%として No. 4楊承慶

と同�し渤海經由で入/．

l官內藏~成らは，No. 5

高南申らと同�して入/せ

ずw中渤海より歸國．高元

度は南路を取り蘇州より出

航，/より歸國．

內藏~成

(l官)
對馬

天O寶字 3

10. 18 歸國
G

④
天O寶字 4(760)

2. 20*後

天O寶字 4

2. 20 *後
陽侯玲璆

天O寶字 4

11. 11 歸國
橫 No. 5 の{%．

⑤
天O寶字 5(761)

10. 22

天O寶字 5

10. 22 以後
高麗大山 能登國? 佐利t津

天O寶字 6

(762)

10. 1 歸國

橫 No. 6 と同�．

⑥
天O寶字 6(762)

11. 1

天O寶字 7(763)

2. 20 *後
多治比小耳 隱岐國

天O寶字 7

10. 6 歸國
橫

No. 6 の{%．k師の板持

�束，渤海より入/留學

生戒融をmい歸國．

⑦
寶¶ 3(772)

2. 29 *後

寶¶ 3

2. 29 *後
武生鳥守 能登國

寶¶ 4(773)

10. 13 歸國
橫 No. 7 の{%．

⑧
寶¶ 8(777)

5. 23

寶¶ 8

5. 23 以後
高麗殿嗣

越*國

三國湊

寶¶ 9(778)

9. 21 歸國
橫
No. 9 の{%．No. 10と同

�して歸國．

⑨
寶¶ 9(778)

12. 17
大網廣�

No. 10 の{%．任命のみ

でe?されなかった可能

性あり．

⑩
�曆 15(796)

5. 17

�曆 15

5. 17 以後
御長廣嶽

�曆 15

10. 2 歸國
橫 No. 13 の{%．

⑪
�曆 17(798)

4. 24

�曆 17

5. 19
內藏賀茂z呂

隱岐國

智夫郡

�曆 17

12. 27以*歸京
橫 No. 14 と同�．

⑫
�曆 18(799)

4. 15

�曆 18

4. 15 以後
滋野k白

�曆 18

9. 20 歸國
橫 No. 14 の{%．

⑬
弘仁元(810)

12. 4

弘仁 2(811)

4. 27
林東人

弘仁 2

10. 2 歸國
橫 No. 16 の{%．

※本表は古畑+(66)a・b論��揭の表をもとに，本稿の敍営に合わせて�報を加除したものである．



第
三
に
こ
れ
を
考
え
よ
う
︒
な
お
③
は
︑
中
國
�
料
か
ら
は
知
ら
れ
な
い
渤
海
の
円
國
年
<
を
傳
え
る
︒
こ
れ
は
/
と
の
$
涉
や
中
國
�
料
か

ら
得
た
�
報
で
は
な
く
︑
渤
海
と
日
本
と
の
直
接
の
$
涉
で
獲
ら
れ
た
�
報
に
基
づ
く
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
さ
て
︑
先
営
の
後
Q
四
郞
氏

の
考
定
に
よ
れ
ば
︑﹁
天
之
眞
宗
豐
祖
父
﹂
の
�
N
は
天
O
寶
字
年
閒
初
1
で
あ
っ
た(24

)
︒
そ
し
て
�
曆
初
年
に
そ
れ
は
﹁
倭
根
子
豐
祖
父
﹂
に

改
定
さ
れ
た(25

)
と
い
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
Ⓒ
は
天
O
寶
字

(七
五
七
～
六
五
)
年
閒
初
1
～
�
曆

(七
八
二
～
八
〇
六
)
初
年
に
獲
得
さ
れ
た
�
報
に

よ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
し
﹁
天
之
眞
宗
豐
祖
父
﹂
の
�
N
以
*
に
獲
得
さ
れ
た
�
報
が
︑
天
O
寶
字
年
閒
初
1
～
�
曆
初
年
に
整
理
さ
れ
た
さ
い
手
が
入
り
︑

國
風
諡
號
で
年
<
が
記
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒
實
際
修
�
事
業
と
し
て
︑
天
O
寶
字
年
閒
初
1
～
�
曆
初
年
に
は
︑
�
武
元

(
六
九

七
)
年
～
天
O
寶
字
元

(七
五
七
)
年
の
記
錄
で
あ
る
﹁
曹
案
﹂
三
〇
卷
が
�
纂
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
曹
案
﹂
の
改
訂
が
寶
¶
二
︑
三

(七
七
一
︑
二
)
年
頃
印
は
同
九

(七
七
八
)
年
頃
よ
り
開
始
さ
れ
る
一
方
︑
天
O
寶
字
～
寶
¶
の
記
錄
が
︑
寶
¶
九
年
以
影
ま
た
は
桓
武
G

(七
八
二
～
八
〇
六
年
)
よ
り
�
纂
さ
れ
二
〇
卷
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る(26

)
の
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
う
し
た
�
書
�
纂
等
の
際
に
渤
海
�
報
に
手
が

入
る
な
ら
ば
︑
當
時
知
ら
れ
て
い
た
事
實
と
齟
齬
す
る
﹁
州
縣
・
館
驛
無
し
﹂
に
こ
そ
修
正
が
入
る
で
あ
ろ
う
︒
齟
齬
が
殘
る
の
は
︑
元
の
�

報
に
濫
り
に
手
を
加
え
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
や
は
り
Ⓒ
は
﹁
天
之
眞
宗
豐
祖
父
﹂
の
國
風
諡
號
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
に
獲
得

さ
れ
た
�
報
に
よ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

第
四
に
︑
Ⓒ
と
﹃
續
日
本
紀
﹄
と
の
關
係
に
つ
い
て
觸
れ
て
お
き
た
い
︒
石
井
氏
が
參
照
す
る
よ
う
に
︑﹃
續
日
本
紀
﹄
神
¶
四
年
十
二
�

條
に
は
Ⓒ
と
類
似
す
る
渤
海
沿
革
記
事
が
見
え
る
︒

⒝

○
丁
亥
︑
(中
略
)
︒
渤
海
郡
王
%
高
齊
德
等
八
人
︑
入
京
︒
○
丙
申
︑
?
%
賜
高
齊
德
等
衣
�
・
冠
履
︒
①
渤
海
郡
者
︑
舊
高
麗
國
也
︒

淡
海
G
廷
七
年
冬
十
�
︑
/
將
李
勣
︑
伐
滅
高
麗
︒
其
後
G
貢
久
絕
矣
︒
至
是
︑
渤
海
郡
王
?
寧
�
將
軍
高
仁
義
等
廿
四
人
G
聘
︒
而
着

蝦
夷
境
︑
仁
義
以
下
十
六
人
竝
被
殺
h
︑
首
領
齊
德
等
八
人
︑
�
免
死
而
來
︒

(○
丁
亥
︑
(中
略
)︒
渤
海
郡
王
%
高
齊
德
ら
八
人
︑
京
に
入
る
︒
○
丙
申
︑
%
い
を
?
わ
し
高
齊
德
ら
に
衣
�
・
冠
履
を
賜
う
︒
渤
海
郡
な
る
者
は
︑
舊
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と
高
麗
國
な
り
︒
淡
海
G
廷
七

(六
六
八
)
年
冬
十
�
︑
/
將
の
李
勣
︑
伐
ち
て
高
麗
を
滅
ぼ
す
︒
其
の
後
︑
G
貢
す
る
こ
と
久
し
く
絕
て
り
︒
是
こ
に

至
り
︑
渤
海
郡
王
は
寧
�
將
軍
高
仁
義
ら
廿
四
人
を
?
わ
し
G
聘
せ
し
む
︒
而
る
に
蝦
夷
の
境
に
着
き
︑
仁
義
以
下
十
六
人
は
竝
び
に
殺
h
せ
ら
れ
︑
首

領
の
齊
德
ら
八
人
の
み
︑
�
か
に
死
を
免
れ
て
來
た
る
︒
)

⒝
①
が
そ
れ
で
あ
る
が
︑
ご
く
鯵
單
な
記
事
で
あ
る
︒﹃
續
日
本
紀
﹄
の
�
�
�
な
成
立
は
�
曆
一
六

(
七
九
七
)
年
二
�
な
の
で
︑
そ
れ

ま
で
に
Ⓒ
の
よ
う
な
詳
細
な
�
報
を
日
本
G
廷
が
入
手
し
て
い
た
な
ら
ば
︑
⒝
①
作
成
に
際
し
參
照
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
素
朴

な
疑
問
が
生
ず
る
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
﹃
續
日
本
紀
﹄
の
�
纂
�
K
は
複
雜
で
︑
先
営
の
�
曆
初
年
ま
で
の
修
�
事
業
以
後
に
は
︑
ま
ず
二
〇
卷
に
ま
と
め
ら
れ
た
天
O
寶

字
～
寶
¶
の
記
錄
が
︑
�
曆
一
〇

(七
九
一
)
年
よ
り
再
び
改
訂
さ
れ
一
四
卷
と
し
て
同
一
三

(七
九
四
)
年
八
�
に
完
成
し
︑
<
に
年
代
�

に
そ
れ
に
續
く
寶
¶
九
年
～
�
曆
一
〇
年
の
記
錄
六
卷
分
が
�
曆
一
三
年
八
�
以
後
同
一
五
年
ま
で
の
閒
に
�
加
さ
れ
︑
<
に
寶
¶
年
閒
に
改

訂
さ
れ
た
�
武
G
～
天
O
寶
字
初
年
の
記
錄
三
〇
卷
が
修
訂
さ
れ
る
と
共
に
︑
二
〇
卷
に
壓
縮
さ
れ
て
�
曆
一
六
年
二
�
に
完
成
︑
同
時
に
こ

れ
ら
三
つ
の
部
分
が
合
�
さ
れ
て
﹃
續
日
本
紀
﹄
と
し
て
奏
N
さ
れ
た
と
い
う(27

)
︒
そ
れ
ゆ
え
⒝
①
を
收
め
る
�
武
G
～
天
O
寶
字
初
年
の
記
錄

の
壓
縮
�
K
で
�
報
が
省
略
さ
れ
た
り
︑
七
五
七
年
を
少
々
影
っ
た
﹁
曹
案
﹂
成
立
の
時
1
︑
或
い
は
そ
れ
が
改
訂
さ
れ
た
寶
¶
年
閒
ま
で
に

獲
得
さ
れ
た
�
報
ま
で
し
か
利
用
で
き
ず
︑
こ
れ
が
踏
襲
さ
れ
⒝
①
の
ご
く
鯵
單
な
記
事
と
な
っ
た
と
も
一
應
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
Ⓒ
③
の

円
國
年
<
や
④
の
領
域
の
廣
さ
に
關
す
る
�
報
は
沿
革
記
事
に
は
不
可
缺
で
︑﹃
續
日
本
紀
﹄
�
纂
の
�
�
段
階
ま
で
に
�
報
を
入
手
し
て
い

れ
ば
︑
理
由
も
な
く
利
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
が
た
い
︒
も
ち
ろ
ん
�
�
段
階
で
そ
れ
を
�
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
︒

從
っ
て
日
本
G
廷
は
七
九
七
年
の
時
點
で
Ⓒ
の
も
と
と
な
っ
た
�
報
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
か
︑
把
握
し
て
い
た
と
し
て
も
相
應
の
理
由

で
﹃
續
日
本
紀
﹄
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
ひ
と
ま
ず
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
こ
の
點
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
觸
れ
た
い
と
思

う
︒以

上
(
す
る
に
Ⓒ
は
︑
一
︑
渤
海
草
創
1
の
狀
況
を
傳
え
る
と
*
提
し
た
場
合
︑
七
二
八
年
の
日
本
の
?
渤
海
%
の
見
聞
�
報
と
見
な
す
他
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な
く
︑
二
︑
そ
こ
に
見
え
る
�
武
の
國
風
諡
號
﹁
天
之
眞
宗
豐
祖
父
﹂
の
表
記
に
!
目
す
る
と
︑
天
O
寶
字
年
閒
初
1
～
�
曆
初
年
に
獲
得
さ

れ
た
�
報
に
基
づ
き
︑
三
︑﹃
續
日
本
紀
﹄
が
�
�
�
に
成
立
し
た
七
九
七
年
二
�
ま
で
に
日
本
G
廷
が
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
か
︑
相
應
の

理
由
で
﹃
續
日
本
紀
﹄
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
�
報
を
傳
え
る
︑
と
考
え
ら
れ
た
︒
し
か
し
こ
れ
ら
三
者
の
年
代
は
相
矛
盾
す

る
︒
だ
が
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
結
論
を
�
が
ず
︑
も
う
少
し
�
料
に
卽
し
て
Ⓒ
の
性
格
を
考
え
て
み
た
い
︒

(三
)
Ⓒ
⑤
﹁
無
州
縣
館
驛
﹂
の
訓
み

そ
こ
で
<
に
︑
Ⓒ
⑤
﹁
無
州
縣
館
驛
﹂
に
!
目
し
そ
の
訓
み
を
考
え
た
い
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
8
說
で
は
﹁
渤
海
國
に
は
州
︑
縣
︑
館
︑

驛
が
な
く
﹂
と
解
釋(28

)
さ
れ
る
よ
う
に
四
者
を
竝
列
と
し
て
訓
ま
れ
て
き
た
︒
各
二
者
を
熟
語
と
し
て
﹁
州
縣
・
館
驛
無
し
﹂
と
訓
ん
で
も
同
じ

で
あ
る
︒
こ
れ
に
對
し
森
田
悌
氏
は
︑
八
世
紀
*
�
の
渤
海
%
が
州
の
都
督
や
刺
�
を
帶
官
し
て
お
り
︑
日
本
は
そ
の
頃
ま
で
に
は
渤
海
に
お

け
る
州
縣
制
度
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
︒
そ
こ
で
Ⓒ
⑤
を
﹁
州
縣
ノ
館
驛
ナ
シ
﹂
と
訓
み
︑
本
來
州
縣
に
置
か
れ
る
館
驛=

驛
館
施
設
の
缺
如

を
示
す
と
の
解
釋
を
提
示
し
た
︒
渤
海
で
は
州
縣
は
存
在
し
た
が
︑﹃
日
本
後
紀
﹄
�
纂
段
階
の
九
世
紀
で
も
驛
制
が
未
整
備
だ
っ
た
こ
と
を

傳
え
る(

29
)

と
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
E
け
石
井
氏
は
︑﹁
州
縣
と
館
驛
と
で
は
~
く
衣
な
る
事
柄
で
あ
る
の
で
︑
(
中
略
)
︑︿
州
縣
ニ
館
驛
無

シ
﹀
と
訓
み
解
釋
す
る
の
が
�
當
で
あ
ろ
う
﹂
と
す
る(30

)
︒
い
ず
れ
も
﹁
無
し
﹂
を
館
驛
に
限
定
し
︑
Ⓒ
の
繫
年
が
七
三
九
年
以
影
の
可
能
性
を

擔
保
す
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
Ⓒ
⑤
は
や
は
り
8
說
の
よ
う
に
訓
む
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う(31

)
︒
そ
の
理
由
は
第
一
に
︑
私
見
で
は
遲
く
と
も
七
六
〇
年
代
初
頭
の

渤
海
で
は
驛
路
の
存
在
が
L
ら
か
な
の
で(32

)
︑
何
れ
の
訓
み
で
も
整
合
�
理
解
に
成
功
し
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
以
*
の
實
態
と
す
れ
ば
一
應

矛
盾
は
生
じ
な
い
が
︑
第
二
に
︑﹁
州
縣
に
館
驛
無
し
﹂
の
訓
み
は
漢
�
の
�
法
に
照
ら
し
て
些
か
無
理
が
あ
る
︒
第
三
に
は
︑﹁
州
縣
館
驛
﹂

が
四
者
印
は
二
者
竝
列
で
あ
る
用
例
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
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⒞

『蠻
書(33

)
﹄
卷
一
・
雲
南
界
內
w
K
第
一

自
西
川
成
都
府
至
雲
南
蠻
王
府
︑
①
州
縣
館
驛
江
嶺
關
塞
︑
竝
里
數
計
二
千
七
百
二
十
里
︒

(西
川
成
都
府
自
り
雲
南
蠻
王
府
に
至
る
ま
で
︑
州
縣
・
館
驛
・
江
嶺
・
關
塞
︑
竝
び
に
里
數
は
計
二
千
七
百
二
十
里
︒
)

⒟

『元
稹
集
﹄(34

)
卷
三
八
・
狀

論
轉
牒
事

據
武
寧
軍
�
度
%
王
紹
︑
六
�
二
十
七
日
�
敕
①
擅
牒
路
<
州
縣
館
驛
︑
供
給
當
�
故
監
軍
孟
昇
N
喪
柩
赴
上
都
︑
句
當
部
{
軍
將
官

永
驢
馬
等
轉
牒
白
一
�
︑
謹
具
如
*
︒
印
②
得
東
都
都
亭
驛
狀
報
︑
*
件
喪
柩
人
馬
等
︑
準
武
寧
軍
�
度
轉
牒
祗
供
︑
今
�
二
十
三
日
未

時
到
驛
宿
者
︒
伏
準
*
後
制
敕
︑
入
驛
須
給
正
劵
︑
竝
無
轉
牒
供
擬
之
例
︒
況
喪
柩
私
行
︑
不
合
擅
入
館
驛
停
止
︑
:
給
遞
乘
人
夫
等
︒

當
時
�
得
都
句
當
押
衙
趙
伾
到
責
狀
稱
︑
孟
監
軍
去
六
�
十
四
日
身
�
︑
至
七
�
五
日
蒙
本
%
差
︑
押
領
神
柩
到
上
都
︑
③
領
得
轉
牒
︑

纍
路
州
縣
︑
竝
是
館
驛
供
熟
食
・
草
料
・
人
夫
・
牛
等
︒
印
狀
稱
︑
其
監
軍
只
是
�
日
聞
奏
︑
d
不
別
奏
︑
只
是
本
%
僕
射
發
?
︑
亦
別

無
敕
�
者
︒
謹
檢
興
元
元
年
閏
十
�
十
四
日
敕
︑
(中
略
)
︒
印
准
元
和
二
年
四
�
十
五
日
敕
�
�
︑
(
中
略
)
︒
謹
詳
*
後
敕
�
︑
④
竝
不

令
喪
柩
入
驛
:
轉
牒
州
縣
祗
供
︒
今
�
二
十
四
日
已
牒
河
南
府
︑
竝
不
令
供
給
人
牛
:
熟
食
・
草
料
等
︑
仍
牒
都
亭
驛
畫
時
發
?
出
驛
︑

竝
�
得
本
�
牒
到
在
臺
收
�
訖
︒
(後
略
)
︒

(轉
牒
の
事
を
論
ず

武
寧
軍
�
度
%
王
紹
の
︑
六
�
二
十
七
日
︑
敕
に
�
い
擅
に
路
<
の
州
縣
・
館
驛
に
牒
し
︑
當
�
の
故
監
軍
孟
昇
も
て
喪
柩
を
N
め
て
上
都
に
赴
く
に
︑

句
當
し
部
{
せ
る
軍
將
・
官
永
・
驢
馬
等
に
供
給
せ
る
轉
牒
に
據
り
て
一
�
を
白
す
こ
と
︑
謹
み
て
具
さ
に
す
る
こ
と
*
の
如
し
︒
印
︑
東
都
都
亭
驛
の

狀
報
を
得
る
に
︑
*
件
の
喪
柩
の
人
馬
等
︑
武
寧
軍
�
度
の
轉
牒
に
準
じ
て
祗
供
し
︑
今
�
二
十
三
日
未
時
︑
驛
に
到
り
て
宿
れ
り
︑
と
︒
伏
し
て
*
後

の
制
敕
に
準
ず
る
に
︑
驛
に
入
ら
ん
と
す
れ
ば
須
か
ら
く
正
劵
を
給
す
べ
し
︒
竝
び
に
轉
牒
も
て
供
擬
す
る
の
例
無
し
︒
況
ん
や
喪
柩
は
私
行
に
し
て
︑

合
に
擅
に
館
驛
に
入
り
て
停
止
し
︑
:
び
遞
乘
の
人
夫
等
を
給
す
べ
か
ら
ず
︒
時
に
當
た
り
て
︑
�
っ
て
都
句
當
押
衙
趙
伾
の
到
ら
し
む
る
責
狀
を
得
る

― 47 ―

243



に
稱
う
︑
孟
監
軍
の
去
る
六
�
十
四
日
身
�
る
や
︑
七
�
五
日
に
至
り
本
%
の
差
を
蒙
り
︑
神
柩
の
上
都
に
到
る
を
押
領
し
て
︑
轉
牒
を
領
得
し
︑
纍
路

の
州
縣
に
て
は
︑
竝
び
に
是
れ
館
驛
は
熟
食
・
草
料
・
人
夫
・
牛
等
を
供
す
︑
と
︒
印
︑
狀
に
稱
う
︑
其
れ
監
軍
は
只
だ
是
れ
�
日
に
聞
奏
す
る
の
み
に

し
て
︑
d
に
別
奏
せ
ず
︑
只
だ
是
れ
本
%
僕
射
の
發
?
に
し
て
亦
た
別
に
敕
の
�
う
無
し
︑
と
︒
謹
み
て
興
元
元
年
閏
十
�
十
四
日
の
敕
を
檢
ぶ
る
に
︑

(中
略
)︑
と
︒
印
︑
元
和
二
年
四
�
十
五
日
敕
の
�
�
に
准
ず
る
に
︑
(中
略
)︑
と
︒
謹
ん
で
*
後
の
敕
�
を
詳
ら
か
に
す
る
に
︑
竝
び
に
喪
柩
を
し
て

驛
に
入
れ
︑
:
び
州
縣
に
轉
牒
し
て
祗
供
せ
し
め
ず
︒
今
�
二
十
四
日
已
に
河
南
府
に
牒
し
︑
竝
び
に
人
牛
:
び
熟
食
・
草
料
等
を
供
給
せ
し
め
ず
︑
仍

り
て
都
亭
驛
に
牒
し
畫
時

た
だ
ち
に

發
?
し
て
驛
を
出
だ
さ
し
め
︑
竝
び
に
�
っ
て
本
�
の
牒
の
到
れ
る
を
得
て
臺
に
在
り
て
收
�
し
訖
れ
り
︒
(後
略
)
︒

ま
ず
⒞
の
﹃
蠻
書
﹄
は
︑
咸
8
三

(八
六
二
)
年
に
安
南
從
事
と
し
て
雲
南
に
赴
い
た
樊
綽
が
︑
歸
國
後
そ
の
實
見
・
�
査
に
基
づ
き
/
代

雲
南
の
事
�
を
記
し
た
書
で
︑
そ
の
成
立
は
咸
8

(八
六
〇
～
七
四
)
年
閒
初
め
頃
と
い
う
︒
樊
綽
は
記
営
に
あ
た
り
)
に
︑
貞
元
一
〇

(
七
九

四
)
年
の
册
南
詔
%
袁
滋
の
﹃
雲
南
記
﹄
と
︑
長
慶
三

(八
二
三
)
年
の
南
詔
册
封
%
に
隨
行
し
た
韋
齊
休
の
﹃
雲
南
行
記
﹄
と
を
參
考
に
し

た
と
い
う(35

)
︒
Ⓒ
と
は
同
じ
/
代
の
�
料
で
あ
る
︒

⒞
で
は
成
都
府

(
成
都
市
)
か
ら
雲
南
蠻
王
府

(大
理
市
)
ま
で
の
路
K
が
總
括
さ
れ
る
︒
こ
の
う
ち
①
に
﹁
州
縣
館
驛
江
嶺
關
塞
﹂
と
あ

る
︒
⒞
に
續
い
て
は
︑
具
體
�
な
經
由
地
が
そ
の
閒
の
�
離
數
と
共
に
列
擧
さ
れ
る
が
︑
經
由
地
と
し
て
雙
液
縣
二
江
驛
︑
�
貢
驛
︑
�
州
百

丈
驛
︑
皮
店
︑
黎
武
城
︑
淸
溪
關
︑
臺
登
城
O
樂
驛
︑
巂す

い

州
三
阜
城
︑
俄
淮
嶺
︑
巂
州
俄
淮
嶺
︑
會
川
鎭
︑
目
集
館
︑
瀘
江
︑
淸
渠
鋪
な
ど
が

見
え
る
︒
こ
れ
ら
經
由
地
名
に
附
さ
れ
た
行
政
・
自
然
區
劃
名
の
う
ち
︑
館
・
驛
・
江
・
嶺
・
館
は
①
に
見
え
る
︒
ま
た
塞
は
と
り
で
で
あ
り
︑

經
由
地
に
擧
げ
た
黎
武
城
の
城
︑
會
川
鎭
の
鎭
に
あ
た
る
と
見
て
よ
い
︒
城
︑
鎭
は
兵
團
・
(
砦
で
あ
る
︒
そ
の
他
の
店
︑
鋪
は
省
略
に
從
っ

た
の
で
あ
ろ
う
︒
⒞
①
は
こ
れ
ら
經
由
地
名
を
總
稱
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
問
題
は
﹁
州
縣
館
驛
﹂
の
解
釋
で
あ
る
が
︑
經
由
地
に
は
︑

雙
液
縣
二
江
驛
や
�
州
百
丈
驛
な
ど
の
よ
う
に
︑
州
縣
名
の
後
に
驛
名
が
續
く
例
が
あ
る
︒
だ
が
臺
登
城
O
樂
驛
の
よ
う
に
︑
州
で
な
い
行
政

區
劃
名
に
續
い
て
驛
名
が
く
る
例
も
あ
り
︑
ま
た
巂
州
三
阜
城
︑
巂
州
俄
淮
嶺
の
よ
う
に
︑
州
名
に
續
く
の
は
驛
名
に
限
ら
な
い
︒
從
っ
て
⒞

①
の
館
驛
を
﹁
州
縣
の
館
驛
﹂
と
訓
ん
で
州
縣
に
屬
す
る
館
驛
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
旣
に
向
�
氏
が
①
に
﹁
州
・
縣
・
館
・
驛
・
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江
・
嶺
・
關
・
塞
﹂
と
標
點
を
施
す
如
く
︑
こ
れ
ら
は
竝
列
の
關
係
と
見
て
よ
い
︒
こ
こ
で
は
二
字
ず
つ
の
熟
語
に
解
し
て
﹁
州
縣
・
館
驛
・

江
嶺
・
關
塞
﹂
と
訓
ん
で
お
き
た
い
︒

<
に
︑﹃
元
稹
集
﹄
の
⒟
①
の
州
縣
館
驛
で
あ
る
︒﹁
論
轉
牒
事
﹂
は
大
略
︑
武
寧
軍
�
度
%
王
紹
が
館
驛
を
利
用
し
て
故
徐
州
監
軍
%
孟
昇

の
棺
を
都
長
安
に
{
っ
た
こ
と
に
對
す
る
︑
元
稹
の
彈
云
を
內
容(36

)
と
し
︑
そ
の
-
草
年
<
は
元
和
四
年
と
さ
れ
る(37

)
︒
こ
れ
も
Ⓒ
と
同
じ
/
代
の

�
料
で
あ
る
︒

⒟
①
は
王
紹
が
敕
に
�
反
し
て
﹁
o
手
に
經
由
の
﹁
州
縣
館
驛
﹂
に
牒
し
た
﹂
と
い
う
︒
そ
こ
で
後
�
か
ら
王
紹
が
牒
し
た
先
を
う
か
が
っ

て
み
よ
う
︒
第
一
に
②
か
ら
︑
東
都

(洛
陽
)
都
亭
驛・

が
轉
牒
を
承
け
た
こ
と
︑
第
二
に
③
か
ら
︑
路
<
の
州
縣
に
お
い
て
は
館
驛
が
轉
牒
を

承
け
食
料
・
飼
料
・
人
夫
・
牛
な
ど
を
提
供
し
た
こ
と
︑
第
三
に
④
か
ら
︑
州
縣
に
轉
牒
し
た
こ
と
︑
が
各
々
う
か
が
え
る
︒
②
・
③
は
王
紹

の
行
爲
を
承
け
た
も
の
︑
④
は
王
紹
の
行
爲
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
る
︒
②
で
東
都
都
亭
驛
が
直
接
王
紹
の
牒
を
承
け
た
か
は
分
L
で
な
く
︑
東

都
都
亭
驛
を
管
 
す
る
河
南
府
か
ら
轉
牒
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
③
で
も
︑
州
縣
が
承
け
た
牒
が
さ
ら
に
管
下
の
館
驛
へ
轉
牒
さ
れ
︑
食

料
等
の
提
供
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
④
を
見
る
と
︑
王
紹
の
行
爲
に
つ
い
て
︑
州
縣
に
轉
牒
し
て
宿
泊
や
食
料
等
の
提
供
を
E
け

る
こ
と
の
不
當
が
議
論
さ
れ
て
い
る
︒
從
っ
て
王
紹
は
少
な
く
と
も
州
縣
に
は
直
接
牒
し
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
ゆ
え
⒟
①
は
︑

河
南
府
へ
牒
し
た
こ
と
や
州
縣
か
ら
館
驛
へ
の
轉
牒
を
含
め
て
︑﹁
州
縣
と
館
驛
と
に
牒
し
た
﹂
と
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
⒟
①
は

﹁
州
縣
・
館
驛
﹂
と
訓
む
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

以
上
︑
中
國
�
料
の
用
例
で
は
州
縣
館
驛
と
熟
し
た
場
合
︑﹁
州
縣
・
館
驛
﹂
(﹁
州
・
縣
・
館
・
驛
﹂
)
を
U
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
州
縣
は

何
れ
も
地
方
行
政
單
位
︑
館
驛
は
驛
が
大
路
に
︑
館
が
そ
れ
以
外
の
�
路
に
設
置
さ
れ
た
$
8
施
設(38

)
な
の
で
︑
州
縣
・
館
驛
と
は
︑
互
い
に
密

接
に
關
聯
す
る
地
方
・
$
8
制
度
を
ま
と
め
て
表
現
す
る
定
型
句
な
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
第
四
に
︑
後
営
す
る
よ
う
に
Ⓒ
⑤
～
⑦
で
は
︑
州
縣
と
部
落
と
が
對
比
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
館
驛
の

,
無
で
は
な
く
州
縣

(集
落
)
の
存
在
樣
態
と
見
ら
れ
る
︒
關
聯
し
て
︑
中
國
の
制
度
で
は
州
の
長
官
を
U
味
す
る
都
督
︑
刺
�
を
︑
Ⓒ
⑨
・
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⑩
で
は
わ
ざ
わ
ざ
﹁
村・

長
﹂
と
言
い
奄
え
て
い
る
︒
こ
れ
は
州
が
存
在
し
な
い
と
い
う
*
�
を
E
け
て
の
表
現
で
あ
ろ
う
︒
Ⓒ
自
體
の
�
¡
に

卽
し
た
內
�
理
解
か
ら
も
︑
⑤
を
﹁
州
縣
無
し
﹂
の
U
味
に
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

從
っ
て
︑
Ⓒ
⑤
は
8
說
ど
お
り
﹁
州
縣
・
館
驛
無
し
﹂
と
訓
ん
で
︑﹁
州
縣
や
館
驛
が
な
い
﹂
と
解
釋
す
る
の
が
�
當
で
あ
る
と
思
う
︒

(四
)
Ⓒ
の
�
報
の
收
集
・
傳
�
者

先
に
筆
者
は
Ⓒ
⑤
～
⑦
・
⑫
・
⑭
の
內
容
か
ら
︑
大
づ
か
み
に
Ⓒ
が
日
本
の
?
渤
海
%
の
獲
得
し
た
�
報
で
あ
る
と
指
摘
し
た
︒
こ
こ
で
は

Ⓒ
の
�
報
の
收
集
・
傳
�
者
に
つ
い
て
︑
も
う
少
し
檢
討
を
N
め
た
い
︒
手
が
か
り
は
再
び
Ⓒ
⑤
で
あ
る
︒

Ⓒ
⑤
の
う
ち
︑
こ
こ
で
い
う
州
縣
・
館
驛
が
ど
こ
の
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
か
を
確
'
し
よ
う
︒
第
一
に
︑
渤
海
に
は
州
縣
・
館
驛
が

な
い
と
す
る
の
で
︑
當
然
渤
海
の
も
の
で
は
な
い
︒
第
二
に
︑
日
本
の
州
縣
・
館
驛
で
も
な
い
︒
ま
ず
︑
同
時
代
で
あ
る
八
～
九
世
紀
の
日
本

に
は
︑
州
縣
と
い
う
地
方
行
政
單
位
は
存
在
し
な
い
︒
古
代
日
本
の
村
落
制
に
つ
い
て
は
︑
國−

郡
の
�
成
下
に
五
十
戶
一
里
の
里
制
が
施
行

さ
れ
て
い
た
の
が
︑
靈
¶
元

(七
一
五
)
年
に
里
を
改
め
£
と
し
︑
そ
の
下
に
怨
た
に
里
を
置
く
と
い
う
£
里
制
に
改
め
ら
れ
︑
さ
ら
に
天
O

一
二

(七
四
〇
)
年
頃
に
里
が
廢
止
さ
れ
£
制
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り(39

)
︑
そ
の
他
に
集
落
單
位
と
し
て
の
村
が
存
在
し
た(40

)
︒
<
に
館

驛
に
つ
い
て
は
︑
七
～
一
〇
世
紀
の
日
本
の
用
例
で
は
︑
?
/
%
の
/
�
勢
を
傳
え
る
報
吿
中
に
一
例
見
出
せ
る
の
み
で
︑
そ
れ
も
中
國
で
作

成
さ
れ
た
�
違
を
引
用
し
た
部
分
に
見
え
る
︒
一
方
字
面
の
類
似
す
る
驛
館
は
頻
出
す
る
が
︑
館
驛
と
は
U
味
が
衣
な
り
﹁
驛
の
館
舍
﹂
の
U

味
で
あ
る
︑
と
い
う(41

)
︒
當
時
の
日
本
で
は
國
內
の
事
柄
に
關
し
て
館
驛
の
語
は
%
用
さ
れ
ず
︑
か
つ
實
態
と
し
て
館
驛
と
い
う
語
で
示
さ
れ
る

制
度
は
存
在
せ
ず
知
ら
れ
る
こ
と
も
殆
ど
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
︒

そ
う
で
あ
れ
ば
︑
第
三
に
︑
こ
こ
で
の
州
縣
・
館
驛
は
/
の
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
Ⓒ
⑤
に
續
き
⑥
・
⑦
に
は

﹁
處
々
に
村
里
,
り
︑
皆
な
靺
鞨
部
落
な
り
﹂
と
あ
っ
て
︑
州
縣
・
館
驛
と
對
比
し
て
渤
海
の
集
落
形
態
が
靺
鞨
の
﹁
部・

落・

﹂
で
あ
る
と
い
う

[
價
が
下
さ
れ
る(42

)
︒
こ
う
し
た
[
價
は
︑
渤
海
の
靺
鞨
部・

落・

を
實
際
に
目
に
し
て
始
め
て
可
能
で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
で
一
方
﹁
無
い
﹂
も
の
と
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實
見
し
た
も
の
と
が
比
�
さ
れ
る
と
い
う
の
は
︑
よ
く
考
え
る
と
お
か
し
い
︒
比
�
と
は
實
態
を
把
握
し
て
い
る
對
象
閒
で
初
め
て
可
能
だ
か

ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
こ
こ
で
の
州
縣
・
館
驛
は
︑
/

(中
國
)
に
關
す
る
�
獻
¤
料
等
か
ら
得
ら
れ
た
机
上
の
知
識
に
よ
っ
て
記
し
た
と
は
考

え
難
い(

43
)

︒
Ⓒ
⑤
で
は
/
の
州
縣
・
館
驛
の
實
態
が
一
方
の
比
�
對
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
︑
從
っ
て
そ
の
�
報
收
集
者
は
渤
海
の
靺
鞨
部・

落・

の
み
な
ら
ず
︑
/
の
州
縣
・
館
驛
を
も
實
地
見
聞
し
た
經
驗
の
持
ち
)
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る(44

)
︒

そ
こ
で
﹃
日
本
後
紀
﹄
�
纂
時
の
八
四
〇
年
ま
で
に
︑
渤
海
と
/
と
の
兩
方
に
渡
航
し
た
經
驗
を
,
し
︑
自
身
が
獲
た
�
報
を
日
本
に
傳
�

し
た
可
能
性
を
,
す
る
日
本
人
を
抽
出
す
れ
ば
<
の
と
お
り
で
あ
る(45

)
︒

ⅰ
O
群
廣
成

日
本
↓
/
↓
渤
海
↓
日
本

歸
國
年
<
：
七
三
九
年(46

)

ⅱ
高
元
度

日
本
↓
渤
海
↓
/
↓
日
本

歸
國
年
<
：
七
六
一
年(47

)

ⅲ
戒
融

日
本
↓
/
↓
渤
海
↓
日
本

歸
國
年
<
：
七
六
三
年(48

)

ⅳ
①
永
忠

日
本
↓
渤
海
↓
/
↓
日
本

歸
國
年
<
：
八
〇
五
年

②
得

(
德
)
淸
・
戒
L

日
本
↓
渤
海
↓
/
↓
日
本

(永
忠
と
共
に
入
/
)

歸
國
年
<
：
不
L(

49
)

ⅰ
～
ⅳ
の
う
ち(50

)
︑
ⅳ
の
事
例
に
つ
い
て
少
々
詳
し
く
確
'
し
て
お
き
た
い
︒

ⅳ
の
永
忠
の
入
/
・
歸
國
に
つ
い
て
は(51

)
︑﹃
元
亨
釋
書
﹄
卷
一
六
・
力
©
に
︑

⒠

釋
永
忠
︑
京
兆
人
︑
姓
秋
篠
氏
︒
寶
龜
之
初
︑
入
/
留
學
︑
�
曆
之
季
︑
隨
%
歸
︒

(釋
永
忠
は
京
兆
の
人
に
し
て
︑
姓
は
秋
篠
氏
な
り
︒
寶
龜
の
初
め
︑
/
に
入
り
て
留
學
し
︑
�
曆
の
季
︑
%
い
に
隨
い
て
歸
る
︒
)

と
あ
る
︒
こ
の
う
ち
歸
國
は
︑
�
曆
二
四

(八
〇
五
)
年

(
�
曆
二
五
年
が
大
同
元
年
)
に
︑
Q
原
$
野
z
呂
を
大
%
と
す
る
�
曆
度
の
?
/
%

(同
二
〇
年
任
命
︑
同
二
三
年
N
發
)
の
第
一
～
三
k
が
日
本
に
歸
着
し
て
お
り
︑
こ
れ
に
隨
っ
た
と
見
て
よ
い
︒
一
方
入
/
は
︑
寶
¶
年
閒
に
は

同
六

(七
七
五
)
年
六
�
に
佐
伯
今
毛
人
が
大
%
に
任
命
さ
れ

(渡
/
せ
ず
)
同
八

(七
七
七
)
年
に
/
へ
N
發
し
た
?
/
%
と
︑
«

(
七
七
八
)

年
十
二
�
布
勢
淸
直
を
{
%
に
任
じ
寶
¶
一
〇

(七
七
九
)
年
五
�
N
發
し
た
?
/
%
と
が
知
ら
れ
る
が
︑
寶
¶
は
十
一
年
ま
で
で
︑
何
れ
も
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﹁
寶
龜
之
初
﹂
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
︒﹁
寶
龜
之
初
﹂
と
い
う
年
代
か
ら
み
て
︑
永
忠
は
寶
¶
三

(七
七
二
)
年
二
�
に
歸
國
の
w
に
つ
い
た
渤
海

%
壹
萬
福

(表
1
の
№
7
)
に
隨
っ
て
渡
海
し
渤
海
經
由
で
入
/
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
渤
海
經
由
の
入
/
僧
が
存
在
す
る
こ
と
や
︑
當
時
民

閒
k
舶
に
よ
る
渡
/
は
想
定
し
難
い
こ
と
︑
渤
海
が
永
忠
と
日
本
と
の
聯
絡
を
仲
介
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
そ
れ
は
荏
持
さ
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
︒
永
忠
は
日
本
↓
渤
海
↓
/
↓
日
本
と
¬
っ
た
と
見
て
よ
い
︒
な
お
ⅳ
②
の
得
淸
・
戒
L
は
︑
永
忠
の
動
靜
が
必
ず
永
忠
等
と
複
數

形
で
書
か
れ
る
こ
と
と
︑
同
m
者
を
も
つ
入
/
僧
の
例
が
多
い
こ
と
と
か
ら(52

)
︑
永
忠
の
同
m
者
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

(五
)﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
�
料
�
性
格

以
上
三
�
に
わ
た
り
︑

つ
か
の
觀
點
か
ら
Ⓒ
の
﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
�
料
�
性
格
の
特
®
を
確
'
し
た
︒
こ
れ
ら
を
總
合
す
る
と
ど
う

な
る
で
あ
ろ
う
か
︒

は
じ
め
に
繫
年
は
︑
第
一
に
渤
海
の
國
制
未
整
備
を
記
す
そ
の
內
容
と
︑
も
と
と
な
っ
た
�
報
の
收
集
・
傳
�
者
と
の
關
係
を
考
慮
す
れ
ば

七
三
九
年
以
*
︑
第
二
に
�
武
の
國
風
諡
號
を
考
慮
す
れ
ば
天
O
寶
字
年
閒
初
1
～
�
曆
初
年
︑
第
三
に
﹃
續
日
本
紀
﹄
に
そ
の
�
報
が
3
用

さ
れ
て
い
な
い
點
を
考
慮
す
れ
ば
七
九
七
年
以
影
︑
と
な
る
︒
先
営
の
如
く
こ
れ
ら
三
點
は
互
い
に
矛
盾
す
る
︒

だ
が
よ
く
よ
く
考
え
れ
ば
︑
第
一
の
國
制
未
整
備
に
つ
い
て
は
︑
何
も
年
代
�
に
國
家
草
創
1
の
故
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
ま
ず
︑
先

に
見
た
よ
う
に
︑
渤
海
の
州
縣
制
が
/
制
と
比
�
し
て
未
熟
だ
と
見
な
さ
れ
た
故
の
記
営
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
︒
日
本
の
�
報
收
集
者
は
王

都
を
始
め
州
縣
制
が
施
行
さ
れ
て
い
た
渤
海
の
中
心
地
域
を
見
聞
し
た
と
見
ら
れ
る
の
で
︑
こ
の
場
合
︑
州
縣
の
存
在
を
知
り
つ
つ
あ
え
て
虛

僞
・
誇
張
を
加
え
た
�
報
を
傳
え
た
こ
と
に
な
る
︒
<
に
︑
州
縣
制
や
驛
傳
制
が
未
施
行
だ
っ
た
地
域
の
狀
況
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
︒
從
來
も

Ⓒ
は
渤
海
の
地
方
社
會
の
狀
況
を
傳
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
具
體
�
に
は
°
賓
一
帶

(綏
芬
河
液
域
と
^
²
の
ロ
シ
ア
沿
海
洲
・
吉
林
省

�
邊
G
鮮
族
自
治
州
︑
:
び
牡
丹
江
地
區
東
部
)
や
︑
日
本
渤
海
閒
の
$
8
路
上
に
位
置
す
る
東
京
龍
原
府

(
吉
林
省
琿
春
市
)
・
南
京
南
海
府

(咸

鏡
南
�
北
靑
)
管
 
地
域
を
想
定
す
る
見
解(53

)
が
あ
る
︒
そ
の
當
否
は
と
も
か
く
Ⓒ
の
國
制
未
整
備
は
︑
時
閒
�
觀
點
か
ら
切
り
離
し
て
地
域
�
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觀
點
か
ら
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
な
お
︑
Ⓒ
④
の
渤
海
領
域
の
廣
さ
﹁
�
袤
二
千
里
﹂
は
︑﹃
舊
/
書
﹄
渤
海
靺
鞨
傳
な
ど(54

)
の
﹁
方
二

千
里
﹂
と
共
8
す
る
︒
う
ち
後
者
が
渤
海
草
創
1
の
領
域
の
廣
さ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
に
︑
Ⓒ
の
繫
年
を
渤
海
初
1
と
見
な
す
U
見(55

)
も

あ
る
︒
し
か
し
﹃
舊
/
書
﹄
が
﹁
方
二
千
里
﹂
と
す
る
の
は
︑
五
代
の
�
纂
時
に
も
な
お
一
方
で
こ
う
し
た
�
傳
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

す
︒
Ⓒ
は
古
傳
に
よ
っ
た
と
見
て
も
よ
い
︒
Ⓒ
④
の
存
在
を
以
て
︑
直
ち
に
Ⓒ
を
渤
海
初
1
の
狀
況
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
︒

そ
れ
な
ら
ば
渤
海
草
創
1
と
い
う
時
閒
�
制
´
を
離
れ
て
︑﹃
日
本
後
紀
﹄
�
纂
時
の
八
四
〇
年
ま
で
Ⓒ
の
繫
年
を
影
ら
せ
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
︒

Ⓒ
の
繫
年
に
つ
い
て
︑
第
一
點
と
第
二
點
︑
第
一
點
と
第
三
點
︑
の
二
つ
の
矛
盾
は
各
々
解
µ
で
き
た
︒
し
か
し
依
然
と
し
て
第
二
點
と
第

三
點
と
の
矛
盾
は
解
µ
さ
れ
な
い
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
<
に
︑
Ⓒ
の
�
報
の
收
集
・
傳
�
者
を
�
究
す
る
こ
と
で
整
合
�
解
釋
の
�
を

探
っ
て
み
た
い
︒

*
揭
の
/
・
渤
海
・
日
本
の
三
國
を
股
に
か
け
た
渡
航
經
驗
を
も
つ
事
例
の
う
ち
︑
ⅰ
は
歸
國
年
<
が
第
二
點
の
天
O
寶
字
年
閒
初
1
～
�

曆
初
年
に
入
ら
ず
︑
一
方
ⅱ
～
ⅲ
は
そ
の
1
閒
に
入
る
︒
し
か
し
そ
も
そ
も
︑
ⅰ
～
ⅲ
が
Ⓒ
の
�
報
の
收
集
・
傳
�
者
で
あ
れ
ば
︑﹃
續
日
本

紀
﹄
に
�
報
が
反
映
さ
れ
な
い
の
は
不
審
で
あ
る
︒
ま
た
特
に
ⅰ
の
O
群
廣
成
と
ⅱ
の
高
元
度
と
は
︑
各
々
若
忽
州
都
督
︑
行
木
底
州
刺
�
を

帶
官
し
た
渤
海
%
と
行
を
共
に
し
て
い
る
︒
ⅰ
と
ⅱ
が
Ⓒ
⑤
﹁
州
縣
・
館
驛
無
し
﹂
の
�
報
を
傳
え
た
と
は
極
め
て
考
え
に
く
い
︒
た
と
え
傳

え
た
と
し
て
も
︑
�
報
を
E
け
取
っ
た
當
時
の
日
本
G
廷
が
渤
海
に
お
け
る
州
の
實
在
を
知
り
な
が
ら
︑
�
報
を
ま
と
め
る
際
に
Ⓒ
⑤
を
3
用

す
る
と
は
や
は
り
思
え
な
い
の
で
あ
る
︒

殘
る
は
ⅳ
の
永
忠
だ
が
︑
歸
國
は
八
〇
五
年
な
の
で
第
三
點
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
︒
た
だ
こ
の
歸
國
年
<
は
第
二
點
の
天
O
寶
字
年
閒
初

1
～
�
曆
初
年
か
ら
は
外
れ
る
︒
で
は
永
忠
も
Ⓒ
�
報
の
收
集
・
傳
�
者
の
候
補
か
ら
外
す
他
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
そ
れ
は
永
忠
の
歸

國
後
に
Ⓒ
�
報
が
日
本
G
廷
へ
傳
え
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
︒
そ
う
考
え
る
必
(
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

永
忠
は
七
七
二
年
二
�
に
歸
國
の
w
に
就
い
た
渤
海
%
壹
萬
福
に
隨
行
し
て
渤
海
に
渡
っ
た
が
︑
一
行
は
一
度
能
登
國
に
漂
着
し
て
い
る
の
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で
︑
結
局
壹
萬
福
一
行
の
離
日
は
«
寶
¶
四

(七
七
三
)
年
四
︑
五
�
頃
と
推
測
さ
れ
て
い
る(56

)
︒
何
れ
に
せ
よ
︑
永
忠
の
離
日
時
に
は
�
武
の

國
風
諡
號
は
﹁
天
之
眞
宗
豐
祖
父
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
永
忠
は
國
外
に
お
り
︑
歸
國
ま
で
�
曆
初
年
の
國
風
諡
號
の
改
定
を
知
り
え
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
Ⓑ
の
と
お
り
在
/
中
の
永
忠
は
七
九
六
年
四
�
に
書
狀
を
渤
海
%
に
託
し
て
日
本
に
{
っ
て
い
る
︒
Ⓒ
が
こ
の
書
狀
の

�
報
に
よ
っ
た
と
考
え
れ
ば
︑
�
武
の
國
風
諡
號
の
改
定
を
知
ら
な
い
永
忠
が
記
し
た
�
報
に
基
づ
き
︑﹃
日
本
後
紀
﹄
�
者
が
Ⓒ
を
ま
と
め

た
と
無
理
な
く
理
解
で
き
る
︒
た
だ
し
先
営
の
よ
う
に
﹃
續
日
本
紀
﹄
の
�
�
�
成
立
は
七
九
七
年
二
�
な
の
で
︑
時
閒
�
に
は
永
忠
の
書
狀

の
�
報
を
﹃
續
日
本
紀
﹄
�
纂
の
際
に
何
と
か
利
用
で
き
た
︒
し
か
し
書
狀
の
入
手
は
﹃
續
日
本
紀
﹄
完
成
の
直
*
´
十
箇
�
*
で
︑
そ
の
�

報
を
記
事
に
組
み
`
む
に
は
些
か
時
閒
�
餘
裕
が
な
い
︒
且
つ
何
よ
り
そ
の
�
報
を
繫
年
す
る
と
す
れ
ば
︑
書
狀
を
E
け
取
っ
た
七
九
六
年
四

�
と
な
る
べ
き
だ
が
︑
そ
れ
は
﹃
續
日
本
紀
﹄
記
営
對
象
年
代
か
ら
外
れ
る
の
で
あ
る
︒﹃
續
日
本
紀
﹄
�
纂
の
際
に
︑
永
忠
の
書
狀
の
�
報

が
利
用
さ
れ
な
い
の
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
︒
筆
者
は
︑
Ⓒ
は
永
忠
の
書
狀
の
�
報
に
基
づ
い
た
と
考
え
る
の
が
�
も
�
當
で
あ
る
と
l
定
す

る
︒從

來
Ⓒ
が
永
忠
の
書
狀
と
無
關
係
と
さ
れ
た
の
は
︑﹁
曰
﹂
で
¶
か
れ
る
�
で
な
く
︑
內
容
も
私
人
の
書
狀
に
相
應
し
く
な
い
と
い
う
理
由

か
ら
で
あ
っ
た
︒
だ
が
こ
の
二
點
は
︑
Ⓒ
が
永
忠
の
書
狀
を
材
料
の
一
つ
と
し
て
作
�
さ
れ
た
可
能
性
を
排
除
し
な
い(57

)
︒
Ⓒ
と
永
忠
の
書
狀
と

を
無
關
係
と
す
る
の
は
行
き
�
ぎ
で
あ
ろ
う
︒
筆
者
は
以
下
の
諸
點
が
却
っ
て
兩
者
の
關
係
を
示
唆
す
る
と
思
う
︒

第
一
に
︑﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
と
見
な
さ
れ
る
Ⓒ
と
⒝
①
と
が
︑
必
ず
し
も
各
々
﹃
日
本
後
紀
﹄﹃
續
日
本
紀
﹄
の
渤
海
怨
出

(初
見
)
條
に

繫
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
ま
ず
⒝
①
の
﹃
續
日
本
紀
﹄
神
¶
四
年
十
二
�
丙
申
條
以
*
に
︑
同
年
九
�
庚
寅
條
に
渤
海

%
來
着
:
び
存
問
・
時
�
賜
與
記
事
が
︑
同
年
十
二
�
丁
亥
條
に
渤
海
%
入
京
記
事
が
各
々
あ
る
︒
<
に
﹃
類
聚
國
�
﹄
の
﹃
日
本
後
紀
﹄
逸

�
該
當
部
分
で
は
︑
Ⓒ
の
�
曆
一
五
年
四
�
戊
子
條
以
*
に
︑
同
一
四
年
十
一
�
丙
申
條
に
渤
海
%
來
着
記
事
が
あ
る
︒
兩
﹁
渤
海
沿
革
記

事
﹂
は
︑
漫
然
と
渤
海
怨
出
條
に
繫
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
思
う
に
⒝
①
は
︑
入
京
後
客
館
に
安
置
さ
れ
た
渤
海
%
の
も
と

へ
日
本
G
廷
が
%
者
を
e
?
し
て
︑
事
�
聽
取
し
た
時
の
內
容
で
は
な
か
ろ
う
か(58

)
︒
そ
し
て
Ⓒ
も
永
忠
の
書
狀
に
よ
っ
た
た
め
に
︑
渤
海
%
に
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よ
る
書
狀
の
傳
�
を
傳
え
る
Ⓑ
に
續
け
て
繫
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
各
々
當
該
條
に
繫
け
ら
れ
る
べ
き
理
由
が
あ
っ
た
と
思
う
の

で
あ
る
︒

第
二
に
︑
④
﹁
�
袤
﹂
と
⑭
﹁
G
貢
不
絕
﹂
と
い
う
二
つ
の
語
句
で
あ
る
︒
ま
ず
*
者
は
︑
實
は
%
用
頻
度
の
低
い
語
句
で
は
な
い
︒
石
井

氏
が
あ
げ
る
﹃
隋
書
﹄
な
ど
歷
代
正
�
を
始
め
﹃
日
本
書
紀
﹄
営
作
に
利
用
さ
れ
た
と
い
う
﹃
藝
�
類
聚
﹄
に
も
用
例
が
散
見
す
る(59

)
︒
古
代
日

本
の
官
人
に
と
っ
て
は
馴
染
み
の
あ
る
漢
籍
中
の
語
句
と
言
え
︑
ひ
と
ま
ず
こ
れ
ら
を
參
照
し
て
Ⓒ
が
作
成
さ
れ
た
根
據
と
な
り
得
る
︒
一
方

で
︑﹁
�
袤
﹂
が
﹃
舊
/
書
﹄﹃
怨
/
書
﹄﹃
8
典
﹄
等
の
正
�
・
政
書
か
ら
佛
典
に
至
る
/
代
�
料
に
頻
出
す
る
こ
と
も
!
目
さ
れ
る(60

)
︒﹁
�

袤
﹂
は
/
代
一
般
�
に
%
用
さ
れ
た
語
句
で
あ
っ
て
︑
Ⓒ
が
/
と
の
$
涉
で
得
た
�
報
に
よ
っ
た
可
能
性
を
も
證
す
る
の
で
あ
る
︒
な
ら
ば
あ

え
て
そ
の
�
報
の
收
集
者
と
し
て
永
忠
の
可
能
性
を
排
除
す
る
必
(
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
<
に
後
者
の
﹁
G
貢
不
絕
﹂
は
︑
確
か
に

中
國
正
�
四
夷
傳
に
頻
出
す
る
表
現
で
あ
り
︑
こ
れ
を
參
照
し
た
可
能
性
は
高
い
︒
だ
が
/
で
直
接
學
ん
だ
修
辭
と
も
想
定
可
能
で
あ
る
︒
ま

た
渤
海
を
嘗
て
の
G
貢
國
高
句
麗
の
後
身
と
す
る
觀
方(61

)
は
︑
當
時
の
日
本
の
荏
�
層
・
知
識
人
に
廣
く
共
,
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
⑭
を
永

忠
の
渤
海
觀
の
發
露
と
見
て
も
不
自
然
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
﹃
日
本
後
紀
﹄
�
者
に
よ
る
作
�
は
⑭
ほ
か
部
分
�
に
止
ま
る
と
も
考

え
ら
れ
よ
う
︒
以
上
兩
語
句
の
存
在
は
︑
Ⓒ
と
永
忠
の
書
狀
と
の
關
係
を
排
除
せ
ず
︑
¹
に
そ
の
關
係
を
想
定
さ
せ
る
材
料
と
も
な
り
得
る
と

思
う
︒

第
三
に
︑
Ⓒ
と
類
似
の
表
現
・
語
句
が
僧
侶
の
見
聞
記
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
八
世
紀
初
頭
に
イ
ン
ド
・
中
央
ア
ジ
ア
を
¬
歷

し
た
怨
羅
僧
_
超
の
見
聞
記
﹃
j
五
天
竺
國
傳
﹄(62

)
に
は
︑
¬
歷
先
の
各
國
の
人
々
・
集
落
に
對
す
る
表
現
と
し
て
﹁
首
領
﹂︑﹁
百
姓
﹂︑﹁
土

人
﹂︑﹁
部
落
﹂
の
語
句
が
頻
出
す
る
︒
ま
た
︑
類
似
の
表
現
と
し
て
は
︑
Ⓒ
①
に
對
應
す
る
︑
�
去
と
の
關
係
で
現
存
の
國
を
說
L
し
た
﹁
b

毘
耶
羅
國
︑
卽
ち
佛
の
本
と
生
ま
れ
し
城
な
り
﹂
(中
天
竺
國
)
︑﹁
此
れ
卽
ち
舊
日
の
王
の
裴
星
の
國
境
な
り
﹂
(
葱
嶺
鎭
)
等
を
︑
⑫
土
地
の
氣

候
を
[
し
た
Ⓒ
と
同
�
の
﹁
土
地
は
極
F
な
り
﹂
(吐
蕃
國
︑
識
�
國
等
)
を
︑
⑫
農
作
物
の
土
地
へ
の
º
否
を
営
べ
た
﹁
土
地
は
大
麥
・
小
麥

に
宜
し
﹂
(
円
駄
羅
國
)
等
を
︑
⑭
他
國
と
の
關
係
を
営
べ
た
﹁
土
蕃
國
の
�
管
に
屬
す
﹂
(
蘇
跋
p
具
怛
羅
國
)
等
を
︑
⑭
�
去
か
ら
行
動
の
繼
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續
を
営
べ
た
﹁
今
に
»
ぶ
も
供
養
絕
え
ず
﹂
(b
葉
彌
羅
國
)
を
︑
各
々
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
確
か
に
Ⓒ
①
・
④
・
⑭
な
ど
は
︑
中
國
正
�

四
夷
傳
と
記
営
形
式
が
類
似
す
る
︒
し
か
し
今
見
た
よ
う
に
︑
怨
羅
僧
と
い
う
中
國
�
2
を
身
に
つ
け
た
佛
僧
に
よ
る
外
國
で
の
見
聞
記
と
の

表
現
の
類
似
性
を
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
︑
Ⓒ
は
中
國
正
�
四
夷
傳
を
含
む
︑
廣
く
中
國
に
お
け
る
外
國
記
事
の
記
営
類
型
に
屬
す
る
と

言
え
よ
う
︒
永
忠
が
そ
う
し
た
記
営
類
型
に
倣
っ
て
Ⓒ
を
敍
営
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
�
書
�
者
の
作
�
に
よ
る
說
L
記
事
と

は
斷
言
で
き
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
Ⓒ
が
﹃
日
本
後
紀
﹄
�
者
の
作
�
に
よ
る
渤
海
說
L
記
事
と
い
う
點
を
强
�
し
て
よ
い
か
疑

問
を
¼
か
せ
る
の
は
︑
Ⓒ
直
後
の
五
�
丁
未
條
に
引
く
︑
渤
海
王
に
宛
て
た
天
皇
璽
書
末
尾
の
一
句
の
存
在
で
あ
る
︒

⒡

○
五
�
丁
未
︑
渤
海
國
%
呂
定
琳
等
¾
蕃
︒
(中
略
)
︒
仍
賜
其
王
璽
書
曰
︑
天
皇
敬
問
渤
海
國
王
︒
(中
略
)
︒
夏
熱
︑
①
王
:
首
領
・
百

姓
O
安
好
︒

(後
略
)
︒

(○
五
�
丁
未
︑
渤
海
國
%
呂
定
琳
ら
蕃
に
¾
る
︒
(中
略
)︒
仍
り
て
其
の
王
に
璽
書
を
賜
い
て
曰
く
︑
天
皇
敬
み
て
渤
海
國
王
に
問
う
︒
(中
略
)︒
夏
熱

け
れ
ど
︑
王
:
び
首
領
・
百
姓
の
O
安
に
し
て
好
か
ら
ん
こ
と
を
︒
(後
略
)︒
と
︒
)

⒡
①
の
﹁
首
領
百
姓
﹂
は
﹁
首
領
と
百
姓
﹂
と
解
釋
す
る
他
な
い
︒
一
方
Ⓒ
⑪
﹁
其
下
百
姓
皆
曰
首
領
﹂
を
素
直
に
讀
め
ば
︑﹁
(其
の
下
の
)

百
姓=

首
領
﹂
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い(63

)
︒
つ
ま
り
⒡
①
と
Ⓒ
⑪
と
は
相
反
す
る
︒
⒡
①
の
﹁
首
領
百
姓
﹂
の
理
解
を
助
け
る
た
め
の
先
行
說
L

が
Ⓒ
⑪
だ
と
い
う
U
見(64

)
も
あ
る
が
︑
後
者
が
*
者
の
理
解
に
,
效
な
說
L
と
は
言
い
難
い
︒
Ⓒ
が
﹃
日
本
後
紀
﹄
�
者
に
よ
る
渤
海
怨
出
條
に

お
け
る
說
L
記
事
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
首
領
百
姓
﹂
の
一
句
の
理
解
に
も
う
少
し
¤
す
る
�
違
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
兩
者
の
齟
齬
は
︑

�
者
が
元
と
な
っ
た
素
材
に
濫
り
に
手
を
加
え
な
か
っ
た
こ
と
を
炙
り
出
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
︒

筆
者
は
︑
Ⓒ
は
永
忠
の
書
狀
と
の
關
聯
を
想
定
し
て
こ
そ
︑
そ
の
�
料
�
性
格
に
關
す
る
諸
々
の
疑
問
が
解
決
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

永
忠
が
日
本
を
離
れ
渤
海
に
向
か
っ
た
の
は
七
七
二
～
三
年
頃
だ
が
︑
目
�
が
入
/
留
學
な
の
で
直
ち
に
/
に
轉
N
し
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て

在
/
中
︑
都
長
安
で
渤
海
8
�
時
の
見
聞
を
ま
と
め
た
の
で
あ
っ
て(65

)
︑
そ
れ
ゆ
え
渤
海
の
地
方
社
會
が
/
の
地
方
・
$
8
制
度
と
の
比
�
で
說
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L
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
從
っ
て
Ⓒ
は
離
日
後
ま
も
な
い
七
七
三
年
頃
の
渤
海
の
國
內
事
�
を
傳
え
る
と
見
ら
れ
る
︒
見
聞
し
た
地
域
は
L
ら

か
で
な
い
︒
壹
萬
福
は
一
行
總
勢
三
二
五
人
で
出
羽
國
に
來
着
し
安
置
さ
れ
た
の
で
︑
歸
國
の
際
の
出
航
地
も
出
羽
國
と
考
え
ら
れ
︑
そ
の
航

路
は
北
囘
り
航
路
と
見
て
よ
い(66

)
︒
永
忠
を
m
っ
た
壹
萬
福
の
歸
國
路
を
あ
え
て
推
測
す
れ
ば
︑
出
羽
國
か
ら
沿
岸
を
北
へ
航
行
し
北
海
�
印
は

サ
ハ
リ
ン
で
ロ
シ
ア
沿
海
洲
へ
渡
っ
て
大
陸
沿
岸
を
南
下
し
︑
°
賓
府(67

)
か
東
京
龍
原
府
の
管
內
へ
到
着
︑
そ
こ
か
ら
陸
路
︑
都
の
上
京
龍
泉
府

に
向
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
永
忠
が
見
聞
し
た
地
域
は
少
な
く
と
も
︑
綏
芬
河
と
圖
們
江

(豆
滿
江
)
と
の
液
域
か
ら
上
京
龍
泉
府
を
中
心
と
す

る
地
域
に
亙
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

二

｢
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
解
釋

本
違
で
は
<
に
︑
*
違
に
お
け
る
Ⓒ
の
﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
�
料
�
性
格
に
對
す
る
考
察
結
果
を
踏
ま
え
︑
Ⓒ
の
內
容
を
筆
者
な
り
に
解

釋
し
て
み
た
い
︒
私
見
に
よ
れ
ば
︑
Ⓒ
は
內
容
か
ら
<
の
五
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
︒

Ⅰ
．
①
～
③
：
�
報
が
收
集
さ
れ
た
當
時
ま
で
の
渤
海
の
歷
�

Ⅱ
．
④
～
⑦
：
渤
海
の
領
域
と
領
內
の
集
落
形
態

Ⅲ
．
⑧
～
⑪
：
集
落
內
部
の
人
�
�
成

Ⅳ
．
⑫
～
⑬
：
氣
候
・
風
俗

Ⅴ
．
⑭
：
日
本
と
の
關
係

第
Ⅰ
部
分
の
①
は
︑
渤
海
を
高
句
麗
の
舊
領
に
存
在
す
る
國
と
し
︑
②
で
高
句
麗
の
滅
�
を
記
す
︒
兩
者
は
︑
日
本
の
渤
海
が
高
句
麗
の
繼

承
國
で
あ
る
と
い
う
'
識
を
表
す
と
も
言
え
る
が
︑
渤
海
も
ま
た
自
國
を
高
句
麗
の
故
地
を
繼
承
し
た
國
家
と
自
'
し
て
い
た
︒
③
の
渤
海
円

國
年
<
は
︑
こ
こ
だ
け
に
見
え
る
獨
自
の
�
報
で
あ
る
︒
年
<
が
國
風
諡
號
印
は
日
本
年
號
で
記
さ
れ
る
の
は
︑
記
営
の
)
體
が
日
本
人
で
あ

る
こ
と
を
示
す
︒
①
は
﹃
日
本
後
紀
﹄
�
者
の
作
�
か
も
知
れ
な
い
が
︑
以
上
が
~
體
と
し
て
永
忠
の
渤
海
で
の
見
聞
に
よ
っ
た
可
能
性
は
十
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分
に
あ
る
︒
ま
た
高
句
麗
滅
�
と
大
祚
榮
册
封
と
の
年
代
は
︑
中
國
�
料
が
傳
え
る
年
代
と
符
合
す
る
︒
そ
れ
ゆ
え
Ⅰ
段
落
は
︑
永
忠
が
/
で

獲
た
�
報
と
自
ら
の
見
聞
を
組
み
合
わ
せ
た
�
違
と
い
え
よ
う
︒
な
お
︑
渤
海
が
﹁
國
﹂
と
さ
れ
る
の
は
︑
中
國
で
は
七
六
二
年
以
影
︑
日
本

で
は
七
五
三
年
以
影
で
あ
り(68

)
︑
③
﹁
渤
海
國
﹂
は
こ
れ
ら
の
記
事
が
八
世
紀
中
葉
以
影
の
�
報
に
基
づ
く
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
︒

第
Ⅱ
部
分
の
④
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
ほ
か
渤
海
領
域
の
廣
さ
を
表
す
數
値
と
し
て
︑﹃
怨
/
書
﹄
渤
海
傳
に
﹁
地
は
方
五
千
里
﹂
と
あ
る
︒

こ
れ
は
八
三
三
～
五
年
の
閒
に
/
の
幽
州
か
ら
渤
海
へ
%
し
た
張
円
違
が
︑
歸
國
後
の
八
三
五
年
に
著
し
た
見
聞
記
﹃
渤
海
國
記
﹄(69

)
に
よ
る
と

考
え
ら
れ
る
︒
渤
海
~
體
を
¿
括
し
た
領
域
面
積
の
�
報
は
︑
こ
の
九
世
紀
*
�
を
待
っ
て
よ
う
や
く
d
怨
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ

れ
に
し
て
も
先
営
の
如
く
五
代
の
世
ま
で
﹁
方
二
千
里
﹂
の
古
傳
が
中
國
で
殘
存
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
<
に
︑
⑤
～
⑦
で
あ
る
︒
こ
の
部

分
は
﹁
(渤
海
に
は
/
の
よ
う
な
)
州
縣
や
館
驛
は
な
く
︑
い
た
る
と
こ
ろ
に
村
里
が
あ
る
の
み
で
︑
そ
れ
ら
は
す
べ
て
靺
鞨
の
部
落
で
あ
る
﹂

と
解
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
渤
海
で
は
集
落

(
都
市
)
が
州
や
縣
の
形
態
を
取
ら
ず
︑
村
里=

部
落
で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
︒
こ
う
解
す

る
と
館
驛
が
9
く
如
く
で
あ
る
が
︑
館
驛
が
揷
入
さ
れ
る
の
は
︑
渤
海
を
8
�
し
た
實
體
驗
に
加
え
︑
/
の
都
長
安
に
あ
っ
て
自
ら
の
書
狀
を

﹁
傳
奉
﹂
卽
ち
驛
傳
ま
た
は
仲
介
者
に
よ
る
傳
{(70

)
で
渤
海
を
經
由
し
日
本
に
傳
�
し
よ
う
と
す
る
に
あ
た
り
︑
永
忠
が
$
8
制
度
の
整
備
狀
況

に
格
別
の
關
心
を
,
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
從
っ
て
︑
こ
こ
は
/
と
比
�
し
て
渤
海
の
集
落
形
態
を
說
L
し
た
一
�
と
な
る
︒
州

縣
と
部
落
と
が
比
�
さ
れ
る
の
は
︑
兩
者
の
形
態
が
~
く
衣
質
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒﹁
李
他
仁
墓
誌
﹂
に
は(

71
)

︑
上
元
二

(六
七
五
)
年
に

六
十
七
才
で
薨
じ
た
李
他
仁
が
高
句
麗
の
栅
州

(吉
林
省
琿
春
市
か
)
都
督
だ
っ
た
時
の
こ
と
を
傳
え
て
︑

⒤

于
時
Â
公
栅
州
都
督
q
總
兵
馬
︑
管
一
十
二
州
高
麗
︑
瓜
卅
七
部
靺
鞨
︒

(時
に
公
に
栅
州
都
督
q
總
兵
馬
を
Â
け
︑
一
十
二
州
の
高
麗
を
管
し
︑
卅
七
部
の
靺
鞨
を
瓜
べ
し
む
︒
)

と
あ
る
︒
こ
こ
で
﹁
高
麗
﹂
卽
ち
高
句
麗
の
州
は
︑
/
の
州
と
は
衣
な
り
そ
の
實
態
は
城
と
見
て
よ
い(72

)
が
︑
何
れ
に
せ
よ
州
と
部
と
が
對
比
さ

れ
る
︒
靺
鞨
の
部
卽
ち
部
落
は
州
と
は
L
確
に
區
別
さ
れ
る
實
態
を
,
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
部
落
の
語
は
古
代
日
本
で
は
殆
ど
%
わ
れ
ず(73

)
︑

そ
の
實
態
も
日
本
人
に
は
馴
染
み
が
な
か
っ
た
た
め
に
︑
永
忠
は
/
制
と
比
�
し
つ
つ
靺
鞨
の
集
落
形
態
で
あ
る
部
落
を
特
記
し
た
の
で
あ
ろ
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う
︒と

こ
ろ
で
︑
⑥
に
登
場
す
る
﹁
村
里
﹂
の
語
は
︑
こ
れ
ま
で
特
に
關
心
を
惹
か
な
か
っ
た
︒
こ
の
﹁
村
里
﹂
は
�
¡
か
ら
見
て
行
政
單
位
の

村
・
里
で
は
な
く
︑﹁
む
ら
ざ
と
﹂
を
U
味
す
る
が
︑
實
は
熟
語
と
し
て
の
村
里
の
用
例
は
/
代
以
*
の
漢
籍
中
に
さ
ほ
ど
多
く
な
く
︑
時
代

�
に
は
南
北
G
時
代
に
か
か
る
も
の
が
殆
ど
で(74

)
︑
管
見
で
は
/
代
に
か
か
る
用
例
は
︑﹃
太
O
廣
記
﹄
卷
三
〇
一
・
仇
嘉
福
の
一
例
を
數
え
る

の
み
で
あ
る
︒
少
な
く
と
も
/
代
に
一
般
�
な
語
句
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
一
方
古
代
日
本
で
は
︑
六
國
�(75

)
や
﹃
令
集
解
﹄︑﹃
�
喜

式
﹄︑﹃
類
聚
三
代
格
﹄
等
の
法
令(76

)
︑
入
/
僧
圓
仁
の
日
記
﹃
入
/
求
法
¬
禮
行
記
﹄(77

)
に
用
例
が
散
見
し
︑
一
般
�
な
語
句
だ
っ
た
と
み
て
よ
い
︒

⑥
の
﹁
村
里
﹂
と
は
�
報
を
收
集
し
た
日
本
人
卽
ち
永
忠
に
よ
る
說
L
句
な
の
で
あ
る
︒
當
該
部
分
が
中
國
�
料
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
こ
と

を
重
ね
て
確
'
で
き
よ
う
︒

第
Ⅲ
部
分
は
︑
ま
ず
⑧
に
つ
い
て
考
え
る
︒
⑧
の
﹁
其
の
﹂
と
は
直
*
の
⑦
﹁
靺
鞨
部
落
﹂
を
承
け
︑﹁
靺
鞨
部
落
の
﹂
と
解
釋
さ
れ
る
︒

﹁
土
人
﹂
は
高
句
麗
人
と
見
て
よ
い(78

)
︒
從
っ
て
⑧
は
﹁
靺
鞨
部
落
の
﹁
百
姓
﹂
に
は
︑
靺
鞨
人
が
多
く
高
句
麗
人
は
少
な
い
﹂
の
U
と
な
る
︒

こ
こ
で
の
靺
鞨
部
落
は
靺
鞨
人
と
高
句
麗
人
と
が
混
淆
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

た
だ
し
一
方
で
⑦
﹁
皆
な
靺
鞨
部
落
﹂
を
�
成
員
~
員
が
靺
鞨
人
か
ら
な
る
部
落
と
す
る
石
井
正
敏
氏
の
理
解(79

)
も
あ
る
︒
こ
の
見
解
に
つ
い

て
考
え
て
お
き
た
い
︒﹁
皆
な
靺
鞨
部
落
﹂
を
�
成
員
~
員
が
靺
鞨
人
か
ら
な
る
部
落
と
解
釋
す
る
と
︑
直
ち
に
行
き
あ
た
る
の
は
︑
⑧
が
部

落
に
お
け
る
靺
鞨
人
と
高
句
麗
人
と
の
混
淆
狀
況
を
営
べ
る
矛
盾
で
あ
る(80

)
︒
石
井
氏
も
﹁
其
の
﹂
を
﹁
部
落
の
﹂
と
理
解
す
る
が
︑
靺
鞨
部
落

を
石
井
氏
の
よ
う
に
解
釋
す
る
限
り
︑﹁
其
の
﹂
は
①
﹁
渤
海
國
﹂
を
承
け
た
と
み
る
か
︑﹁
其
れ
﹂
と
訓
む
他
な
い
︒
し
か
し
Ⓒ
の
﹁
其
﹂
の

用
例
か
ら
見
て
︑﹁
其
﹂
が
^
接
し
た
語
を
承
け
る
の
は
L
ら
か
で
︑
何
れ
の
解
釋
も
3
り
難
い
︒
問
題
が
生
じ
る
の
は
︑
⑦
の
﹁
皆
﹂
を
靺

鞨
に
係
る
修
Ã
句
と
見
な
す
た
め
と
思
わ
れ
る
︒﹁
皆
﹂
は
部
落
に
係
り
︑
旣
営
の
如
く
⑤
～
⑦
は
州
縣
と
部
落
と
を
比
�
し
た
も
の
と
見
れ

ば
問
題
は
生
じ
ず
︑
�
¡
上
も
自
然
で
あ
ろ
う
︒
部
落
が
殊
d
に
靺
鞨
の
部
落
と
さ
れ
る
の
は
︑
實
態
と
し
て
靺
鞨
人
が
多
く
を
占
め
︑
か
つ

靺
鞨
人
獨
特
の
集
落
形
態
を
と
っ
て
い
た
か
ら
と
み
て
問
題
な
い
と
思
う
︒
な
お
﹁
百
姓
﹂
の
語
釋
は
︑
⑪
の
解
釋
で
檢
討
す
る
︒
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<
に
⑨
～
⑩
は
︑﹁
部
落
で
は
土
人

(高
句
麗
人
)
を
村
長
と
し
︑
規
模
の
大
き
な
村

(部
落
)
の
村
長
を
都
督
と
い
い
︑
そ
れ
に
<
ぐ
規
模

の
村
の
村
長
を
刺
�
と
い
う
﹂
と
解
釋
し
て
問
題
な
か
ろ
う
︒
問
題
は
⑪
で
あ
る
︒
ま
ず
﹁
其
﹂
が
何
を
承
け
る
か
で
あ
る
が
︑
村
長
と
す
る

の
が
�
も
自
然
で
あ
る(81

)
︒
直
*
の
刺
�
と
も
考
え
得
る
が
︑
第
一
に
﹁
其
の
下
﹂
を
︑
刺
�
を
村
長
と
す
る
村
よ
り
小
規
模
の
村
と
解
釋
し
た

場
合
︑﹁
其
の
下
﹂
に
は
百
姓
で
な
く
村
長
が
續
く
べ
き
で
あ
り
︑
そ
も
そ
も
百
姓
の
語
は
必
(
な
い(82

)
︒
第
二
に
﹁
其
の
下
﹂
を
刺
�
の
�
下

と
解
釋
し
た
場
合
︑
刺
�
と
同
じ
村
長
で
あ
る
都
督
の
�
下
に
は
觸
れ
ず
︑
殊
d
刺
�
の
�
下
だ
け
に
言
:
す
る
こ
と
に
な
り
不
自
然
で
あ
る
︒

こ
こ
は
⑩
の
刺
�
ま
で
で
一
區
切
り
で
︑
⑪
の
﹁
其
﹂
以
下
は
附
記
�
な
U
味
で
営
べ
ら
れ
た
と
す
る
理
解(83

)
に
從
う
の
が
よ
く
︑
⑪
は
﹁
村
長

の
�
下
の
百
姓
を
︑
す
べ
て
首
領
と
い
う
﹂
と
解
釋
さ
れ
る
︒
首
領
と
は
百
姓
一
般
と
は
區
別
さ
れ
る
︑
特
に
村
長
の
�
下
の
百
姓
を
指
す
こ

と
に
な
る
︒

以
上
の
解
釋
を
取
れ
ば
︑
百
姓
の
範
疇
に
首
領
が
含
ま
れ
る
︒
從
來
︑
⑪
を
樣
々
に
訓
讀
・
解
釋
し
た
り
︑﹁
百
姓
﹂
を
一
般
庶
民
の
U
味

で
は
な
く
︑
中
國
古
典
に
お
け
る
百
官
・
官
Ä
を
U
味
す
る
用
法
で
あ
り
︑
渤
海
で
の
用
法(84

)
だ
と
し
た
り
も
し
て
き
た
︒
そ
れ
は
︑
百
姓
と
首

領
と
い
う
漢
語
�
に
は
お
よ
そ
同
一
範
疇
に
入
り
え
な
い
用
語
が
同
一
範
疇
に
入
り
︑
不
審
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た(85

)
︒
今
度
は
こ
の
問
題
に

行
き
あ
た
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
Ⓒ
の
﹁
百
姓
﹂
は
︑
古
代
日
本
に
お
け
る
�
Å
�
被
荏
�
身
分
に
對
す
る
呼
稱(86

)
︑
卽
ち
一
般
庶
民
を
U
味
す

る
と
考
え
ら
れ
る
︒

部
落=

村
里

都
督
︑
刺
�=

村
長

首
領=

(其
の
下
の
)
百
姓

右
は
Ⓒ
で
言
い
奄
え
が
行
わ
れ
る
例
で
あ
る
︒
上
段
が
渤
海
に
お
い
て
そ
の
名
稱
で
實
在
し
て
い
る
も
の
︑
下
段
は
�
違
作
成
者
が
說
L
の

た
め
そ
れ
を
言
い
奄
え
た
語
句
で
あ
る
︒
先
営
の
如
く
村
里
と
は
日
本
人
に
よ
る
用
語
で
あ
り
︑
村
長
も
村
里
を
承
け
た
語
な
の
で
︑
兩
者
は

日
本
人
卽
ち
永
忠
が
渤
海
社
會
を
說
L
す
る
中
で
%
っ
た
用
語
と
見
て
よ
い
︒
首
領
の
言
い
奄
え
で
あ
る
﹁
百
姓
﹂
も
︑
永
忠
に
よ
る
說
L
と
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見
な
さ
れ
る(87

)
︒
中
國
古
典
や
渤
海
に
お
け
る
用
法
と
は
考
え
難
い
︒
從
っ
て
先
に
Æ
譯
を
保
留
し
た
百
姓
の
語
を
含
む
⑧
も
﹁
靺
鞨
部
落
の
b

民
に
は
︑
靺
鞨
人
が
多
く
高
句
麗
人
は
少
な
い
﹂
と
改
め
て
譯
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

し
か
し
な
お
︑
首
領
が
百
姓
の
範
疇
に
入
る
不
審
は
殘
る
︒
こ
の
問
題
は
︑
Ⓒ
の
傳
え
る
地
方
が
ど
の
地
域
か
と
い
う
點
と
︑
渤
海
の
地
方

荏
�
の
あ
り
方
と
に
密
接
に
關
わ
る
の
で
︑
�
後
に
考
え
た
い
︒

第
Ⅳ
部
分
の
⑫
は
︑
旣
営
の
如
く
水
稻
作
を
*
提
と
す
る
日
本
人
の
記
営
で
あ
る
こ
と
を
示
す
︒
⑬
は
中
國
�
料
に
﹁
頗
る
�
字
:
び
書
記

,
り
﹂
(﹃
舊
/
書
﹄
渤
海
靺
鞨
傳
)
︑﹁
頗
る
書
契
を
知
る
﹂
(﹃
怨
/
書
﹄
渤
海
傳
)
と
傳
え
ら
れ
る
の
で
︑
/
で
獲
た
�
報
に
よ
っ
た
可
能
性
も
あ

る
︒
一
方
九
世
紀
後
�
に
は
渤
海
%
が
漢
詩
�
の
$
歡
で
日
本
官
人
を
水
準
�
に
壓
倒
し
た
り
︑
?
/
留
學
生
が
/
の
科
擧

(
賓
貢
科
)
に
登

第
す
る
等
︑
渤
海
の
�
È
隆
盛
が
指
摘
さ
れ
る(88

)
︒
大
欽
茂
の
公
)
二
人
の
墓
誌
�
に
お
け
る
�
�
者
の
漢
�
學
へ
の
Ê
詣
の
深
さ(89

)
に
鑑
み
て
︑

漢
字
�
2
の
水
準
の
高
さ
は
八
世
紀
に
·
る
と
見
て
よ
い
︒
何
れ
に
せ
よ
實
態
と
し
て
渤
海
の
漢
字
�
2
の
水
準
は
極
め
て
高
か
っ
た
︒
⑬
は

古
代
日
本
の
官
人
層
の
U
識
に
出
た
可
能
性
も
あ
る
が
︑
渤
海
で
の
經
驗
に
よ
る
永
忠
の
素
直
な
實
感
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

�
後
に
第
Ⅴ
部
分
の
⑭
は
︑
八
世
紀
の
日
本
人
の
渤
海
觀
の
發
露
と
し
て
︑
永
忠
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
が
︑
や
は
り
﹃
日
本
後

紀
﹄
�
者
に
よ
っ
て
中
國
正
�
四
夷
傳
を
參
照
し
て
作
成
さ
れ
た
一
�
で
あ
る
可
能
性
が
�
も
高
い
で
あ
ろ
う
︒

三

｢
渤
海
沿
革
記
事
﹂
に
み
る
地
方
社
會
と
そ
の
瓜
治

︱
︱
む
す
び
に
か
え
て
︱
︱

『
類
聚
國
�
﹄
殊
俗
部
・
渤
海
上
�
載
の
�
謂
﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
は
︑
渤
海
と
/
と
の
兩
國
に
渡
航
し
た
日
本
僧
永
忠
が
︑
七
七
三
年
頃

の
渤
海
の
地
方
で
の
見
聞
を
/
で
ま
と
め
た
記
錄
に
基
づ
き
﹃
日
本
後
紀
﹄
�
者
が
作
成
し
た
記
事
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
上
を
踏
ま
え
︑
記

事
內
容
の
解
釋
を
試
み
た
︒
こ
の
う
ち
︑
特
に
問
題
と
な
る
Ⓒ
④
～
⑪
の
私
譯
を
揭
げ
れ
ば
︑
<
の
と
お
り
で
あ
る
︒

渤
海
の
領
域
の
廣
さ
は
二
千
里
四
方
で
あ
り
︑
(
/
の
よ
う
な
)
州
縣
や
館
驛
は
な
く
︑
い
た
る
と
こ
ろ
に
村
里
が
あ
る
の
み
で
︑
そ
れ
ら

は
す
べ
て
靺
鞨
の
部
落
で
あ
る
︒
そ
の
部
落
の
b
民
に
は
︑
靺
鞨
人
が
多
く
土
人

(
高
句
麗
人
)
は
少
な
い
︒
部
落
で
は
そ
の
う
ち
土
人
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を
村
長
と
し
︑
規
模
の
大
き
な
村

(部
落
)
の
村
長
を
都
督
と
稱
し
︑
そ
れ
に
<
ぐ
規
模
の
村
の
村
長
を
刺
�
と
稱
す
る
︒
特
に
村
長
�

下
の
者
を
︑
す
べ
て
首
領
と
稱
す
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
で
改
め
て
問
題
と
な
る
の
が
第
一
に
︑
都
督
・
刺
�
が
村
長
だ
と
い
う
﹁
部
落
﹂
の
︑
渤
海
の
地
方
制
度
に
お
け
る
位
置

で
あ
る
︒
先
に
︑
/
制
に
比
べ
未
熟
な
渤
海
の

(府
)
州
縣
に
當
た
る
可
能
性
と
︑
そ
も
そ
も
州
縣
制
が
未
施
行
だ
っ
た
地
域
の
部
落
に
當
た

る
可
能
性
と
を
提
示
し
た
︒
筆
者
は
Ⓒ
⑤
が
あ
え
て
﹁
州
縣
無
し
﹂
と
記
す
こ
と
︑
以
下
に
営
べ
る
如
く
都
督
・
刺
�
・
首
領
を
含
む
部
落
の

~
成
員
が
百
姓
と
さ
れ
る
こ
と
︑
後
営
す
る
渤
海
の
荏
�
に
�
し
た
靺
鞨
部
落
の
都
督
の
存
在
︑
の
三
點
か
ら
︑
こ
こ
で
は
後
者
の
可
能
性
を

3
っ
て
以
下
︑
試
論
を
営
べ
た
い
︒
Ⓒ
は
州
縣
制
が
貫
園
し
な
い
地
域
の
狀
況
の
み
を
殊
d
に
傳
え
る
こ
と
に
な
る
︒

第
二
に
*
違
で
は
︑
首
領
が
百
姓
の
範
疇
に
入
る
と
い
う
問
題
の
考
察
を
保
留
し
た
︒
し
か
し
私
譯
の
よ
う
に
解
釋
す
る
と
︑
そ
も
そ
も
部

落
の
b
民
で
あ
る
村
長
の
都
督
・
刺
�
も
百
姓
卽
ち
一
般
庶
民
の
範
疇
に
入
る
こ
と
に
な
る
︒
從
來
は
こ
こ
に
見
え
る
都
督
が
府
の
︑
刺
�
が

州
の
長
官
に
各
々
あ
て
ら
れ
︑
首
領
と
.
せ
て
官
人
層
と
さ
れ
て
他
の
�
料
か
ら
も
そ
れ
が
確
'
さ
れ
て
き
た(90

)
︒
百
姓
が
一
般
庶
民
の
U
味
で

あ
れ
ば
︑
都
督
・
刺
�
・
首
領
の
何
れ
も
が
百
姓
の
範
疇
に
入
る
の
は
自
家
撞
着
と
な
る(

91
)

︒
し
か
し
Æ
っ
て
考
え
て
み
る
と
︑
Ⓒ
の
﹁
都
督
﹂

﹁
刺
�
﹂﹁
首
領
﹂
を
︑
他
の
�
料
の
そ
れ
ら
と
同
列
に
Ë
え
る
か
に
は
疑
問
を
差
し
挾
む
餘
地
が
あ
る
︒
Ⓒ
で
は
州
縣
が
無
い
と
言
っ
た
上
に
︑

都
督
・
刺
�
を
﹁
村
長
﹂
と
わ
ざ
わ
ざ
言
い
奄
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
彼
ら
が
州
縣
制
と
い
う
地
方
官
制
體
系
に
屬
す
る
存

在
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
︒

/
皇
Ì
か
ら
渤
海
王
へ
の
敕
書
に
は
﹁
卿
:
首
領
・
百
姓
﹂﹁
卿
:
衙
官
・
百
姓
﹂﹁
卿
:
衙
官
・
首
領
・
百
姓
﹂
(何
れ
も
張
九
齡
作
﹁
敕
渤

海
王
大
武
藝
書
﹂
)
︑
日
本
天
皇
か
ら
渤
海
王
へ
の
璽
書
に
も
﹁
王
:
首
領
・
百
姓
﹂﹁
惟
王
淸
好
︑
官
Ä
・
百
姓
﹂
と
あ
る(92

)
︒
百
姓
は
首
領
と
は

L
確
に
區
分
さ
れ
る
階
層
で
あ
り
︑
衙
官
・
官
Ä
の
官
人
層
と
も
L
確
に
區
分
さ
れ
る
︒
し
か
し
こ
れ
ら
區
分
は
︑﹁
卿
﹂
や
﹁
王
﹂︑
卽
ち
渤

海
王
を
頂
點
と
す
る
國
家
行
政
機
�
の
組
織
下
に
�
成
さ
れ
た
人
々
の
區
分
で
あ
る
︒
先
揭
の
﹃
j
五
天
竺
國
傳
﹄
で
も
首
領
や
百
姓
は
︑
國

都
の
王
を
頂
點
と
し
た
序
列
の
中
で
の
階
層
で
あ
る
︒
渤
海
に
卽
し
て
奄
言
す
れ
ば
︑
�
盛
1
に
﹁
五
京
・
十
五
府
・
六
十
二
州
﹂
(﹃
怨
/
書
﹄
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渤
海
傳
)
と
總
括
さ
れ
る
地
方
行
政
制
度
下
に
�
成
さ
れ
た
人
々
の
階
層
區
分
と
な
ろ
う
︒
そ
れ
に
¿
攝
さ
れ
な
い
人
々
が
︑
百
姓
卽
ち
一
般

庶
民
と
一
括
さ
れ
て
も
强
ち
不
思
議
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
も
ち
ろ
ん
︑
Ⓒ
の
活
寫
す
る
地
方
が
渤
海
荏
�
下
に
屬
し
︑
都
督
・
刺

�
・
首
領
が
荏
�
層
系
瓜
の
一
端
を
擔
う
こ
と
は
閒
�
い
な
い
の
で
︑
彼
ら
を
百
姓=

一
般
庶
民
に
括
る
の
は
些
か
亂
暴
で
あ
る
︒
し
か
し
見

聞
者
永
忠
は
︑
王
都
を
始
め
州
縣
制
が
施
行
さ
れ
て
い
た
渤
海
の
中
心
地
域
を
8
�
し
た
と
み
ら
れ
︑
そ
う
し
た
地
域
と
比
べ
て
︑
Ⓒ
が
傳
え

る
地
域
の
人
々
が
な
べ
て
百
姓=

一
般
庶
民
と
見
な
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
︒
ま
た
﹃
j
五
天
竺
國
傳
﹄
の
記
営
に
つ
い
て
用
語
の
粗
相
さ

加
減
や
不
瓜
一
が
指
摘
さ
れ
る(93

)
よ
う
に
︑
見
聞
記
に
お
け
る
︑
語
句
の
嚴
密
性
の
不
足
や
身
分
階
層
に
關
す
る
槪
念
の
ゆ
れ
を
考
慮
す
る
餘
地

も
あ
ろ
う
︒

Ⓒ
は
州
縣
制
が
貫
園
し
な
い
渤
海
の
荏
�
地
域
の
事
�
を
傳
え
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
地
域
の
存
在
に
對
す
る
理
解
と
關
聯
し
て
�

^
︑
渤
海
の
地
方
制
度
に
お
い
て
︑
円
國
以
*
の
靺
鞨
社
會
の
傳
瓜
を
引
く
部
落
組
織
に
基
づ
く
瓜
治
方
式
で
あ
る
部
落
體
制
と
︑
州
縣
制
と

が
.
存
し
︑
互
い
に
補
完
し
合
っ
て
地
方
瓜
治
體
制
を
な
し
た
と
い
う
U
見(94

)
が
提
出
さ
れ
て
お
り
參
考
に
な
る
︒
こ
の
槪
念
を
V
用
し
て
Ⓒ
の

都
督
・
刺
�
を
渤
海
の
地
方
瓜
治
體
制
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
<
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
︒

【州
縣
制
︼

都
督

(府
)
︱
刺
�

(州
)
︱
縣
令
・
縣
丞

(縣
)
⁝
官
職

【部
落
體
制
︼

都
督

(大
村
：
部
落
)
︱
刺
�

(
<
村
：
部
落
)
⁝
稱
號

こ
の
う
ち
後
者
の
都
督
・
刺
�
は
︑
Ⓒ
で
は
州
縣
制
下
の
官
職
と
は
一
線
を
劃
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
村
里=

部
落
の
長
の
稱
號
と
見
な
さ
れ

る
︒
�
去
の
/
の
安
東
都
護
府
の
羈
縻
州
荏
�
で
は
︑
衣
種
族
部
落
の
首
長
に
都
督
・
刺
�
・
縣
令
が
Â
け
ら
れ
た(95

)
︒
以
後
も
靺
鞨
社
會
で
首

長
の
稱
號
と
な
り
︑
渤
海
社
會
で
も
官
制
外
で
同
樣
に
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
そ
の
實
例
が
︑﹃
舊
/
書
﹄
渤
海
靺
鞨
傳
に
︑

⒥

十
一
�
︑
以
王
姪
大
能
信
爲
左
驍
衞
中
郞
將
︑
Ñ
候
婁
蕃
長
都
督
茹
富
仇
爲
右
武
衞
將
軍
︑
放
¾
︒

(
(貞
元
一
四

(七
九
八
)
年
)
十
一
�
︑
王
姪
の
大
能
信
を
以
て
左
驍
衞
中
郞
將
と
爲
し
︑
Ñ
候
婁
蕃
長
の
都
督
の
茹
富
仇
も
て
右
武
衞
將
軍
と
爲
し
︑

放
¾
す
︒
)
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と
見
え
る
︑﹁
Ñ
候
婁
蕃
長
﹂
で
﹁
都
督
﹂
の
茹
富
仇
で
あ
る
︒
彼
は
渤
海
の
王
姪
と
共
に
/
に
G
貢
し
て
い
る
の
で
︑
渤
海
荏
�
下
に
あ
っ

た
人
物
と
見
て
よ
い
︒﹁
Ñ
候
婁
﹂
と
は
Ñ
婁
の
Ò
り
で
あ
り
︑
Ñ
婁
と
は
靺
鞨
諸
族
の
一
つ
で
あ
る
︒﹁
蕃
長
﹂
と
は
こ
こ
で
は
衣
種
族
部
落

の
首
長
に
對
す
る
/
側
の
呼
稱
で
あ
ろ
う(96

)
︒
そ
の
渤
海
荏
�
下
に
あ
っ
た
Ñ
婁
靺
鞨
の
首
長
が
︑﹁
都
督
﹂
を
稱
し
獨
自
に
/
の
官
職
を
E
け

て
い
る
の
で
あ
る
︒
種
族
名
を
冠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
︑
こ
の
﹁
都
督
﹂
が
渤
海
州
縣
制
に
お
け
る
府
・
州
の
長
官
と
し
て
の
都
督
と
は

衣
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
L
ら
か
で
あ
る
︒
こ
れ
こ
そ
︑
部
落
體
制
下
の
稱
號
と
し
て
の
都
督
號
の
實
例
だ
と
思
う
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
類

例
が
﹃
/
會
(
﹄
卷
九
六
・
靺
鞨(97

)
に
︑

⒦

貞
元
八

(七
九
二
)
年
閏
十
二
�
︑
①
渤
海
押
靺
羯
%
楊
吉
福
等
三
十
五
人
︑
來
G
貢
︒
(中
略
)
︒
十
一

(
七
九
五
)
年
十
二
�
︑
以

②
靺
羯
都
督
密
阿
古
等
二
十
二
人
︑
竝
拜
中
郞
將
︑
放
¾
蕃
︒

(貞
元
八
年
閏
十
二
�
︑
渤
海
の
押
靺
羯
%
楊
吉
福
ら
三
十
五
人
︑
來
た
り
て
G
貢
す
︒
(中
略
)︒
十
一
年
十
二
�
︑
靺
羯
都
督
の
密
阿
古
ら
二
十
二

人
を
以
て
︑
竝
び
に
中
郞
將
に
拜
し
︑
蕃
に
放
¾
す
︒
)

と
あ
る
︑
②
の
﹁
靺
羯
都
督
﹂
の
密
阿
古
で
あ
る
︒
ま
さ
に
都
督
の
稱
號
を
,
す
る
靺
鞨
部
落
の
首
長
と
見
て
よ
い
︒
彼
が
渤
海
荏
�
下
に

あ
っ
た
と
は
斷
定
で
き
な
い
が
︑
靺
鞨
社
會
に
お
け
る
首
長
の
存
在
樣
態
を
示
す
︒
渤
海
は
こ
う
し
た
靺
鞨
部
落
の
首
長
を
掌
握
し
て
閒
接
荏

�
を
:
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
①
の
渤
海
の
﹁
押
靺
羯
%
楊
吉
福
﹂
は
︑
靺
鞨
人
を
/
へ
引
°
し
た
%
者
で
あ
っ
て
︑
そ
の
靺
鞨
人
と

は
都
督
や
刺
�
の
稱
號
を
,
す
る
靺
鞨
部
落
の
首
長
で
あ
ろ
う
︒
八
世
紀
末
の
渤
海
が
︑
靺
鞨
部
落
の
首
長
を
掌
握
し
て
い
た
樣
子
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
︒

Ⓒ
で
は
土
人
卽
ち
高
句
麗
人
が
村
長
と
な
る
と
あ
る
の
で
︑
⒥
・
⒦
に
見
た
靺
鞨
人
が
首
長
で
あ
る
靺
鞨
部
落
と
は
も
ち
ろ
ん
少
々
事
�
が

衣
な
る
︒
地
方
と
い
っ
て
も
︑
各
々
Ⓒ
は
よ
り
高
句
麗
人
の
多
い
舊
高
句
麗
領
に
お
け
る
︑
⒥
・
⒦
は
最
邊
境
地
域
に
お
け
る
︑
靺
鞨
部
落
の

首
長
の
存
在
樣
態
を
傳
え
る
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
首
長
の
存
在
樣
態
は
同
樣
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
渤
海
は
︑
州
縣
制
が
貫
園
し
な
い
邊
境
な
ど
の
地
域
に
あ
る
靺
鞨
部
落
の
首
長
に
對
し
︑
舊
來
の
部
落
秩
序
を
'
め
︑
/
の
羈

― 64 ―

260



縻
州
荏
�
以
來
の
傳
瓜
�
稱
號
で
あ
る
都
督
・
刺
�
の
%
用
を
許
し
︑
閒
接
荏
�
を
:
ぼ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒﹃
類
聚
國
�
﹄
の
�
謂

﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
が
傳
え
る
渤
海
社
會
の
樣
相
は
︑
こ
う
し
た
八
世
紀
後
�
の
地
方
に
お
け
る
基
層
社
會
の
一
齣
を
活
寫
し
た
も
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
︒

�(1
)

鈴
木
靖
民
﹁
渤
海
の
首
領
に
關
す
る
基
礎
�
考
察
﹂
(﹃
古
代
對
外

關
係
�
の
硏
究
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
一
九
八
五
年
︑
初
出
一
九
七
九

年
)︒
同
時
1
に
渤
海
の
首
領
を
檢
討
し
た
專
論
と
し
て
︑
金
鍾
圓

﹁
渤
海
의

首
領
에

대
하
여
﹂
(﹃
渤
海
�
硏
究
論
Õ
集
﹄
白
山
¤
料

院
︑
一
九
八
九
年
︑
初
出
一
九
七
九
年
)
が
あ
る
︒

(2
)

河
上
洋
a
﹁
渤
海
の
地
方
瓜
治
體
制
に
つ
い
て
﹂
(﹃
東
洋
�
硏

究
﹄
四
二−

二
︑
一
九
八
三
年
)︑
同
b
﹁
渤
海
の
$
8
路
と
五
京
﹂

(﹃
�
林
﹄
七
二−

六
︑
一
九
八
九
年
)︑
大
隅
晃
弘
﹁
渤
海
の
首
領

制
﹂
(﹃
怨
潟
�
學
﹄
一
七
︑
一
九
八
四
年
)︑
李
成
市
a
﹁
渤
海
�

を
め
ぐ
る
民
族
と
國
家
﹂
(﹃
歷
�
學
硏
究
﹄
六
二
六
︑
一
九
九
一

年
)︑
同
b
﹃
東
ア
ジ
ア
の
王
權
と
$
易
﹄
(
靑
木
書
店
︑
一
九
九
七

年
)︑
同
c
﹁
渤
海
の
對
日
本
外
$
へ
の
理
路
﹂
(﹃
古
代
東
ア
ジ
ア

の
民
族
と
國
家
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
八
年
︑
初
出
一
九
九
四
年
)

な
ど
︒

(3
)

李
+

(2
)
a
・
c
論
�
︑
同
b
*
揭
書
︒

(4
)

諸
說
に
つ
い
て
は
︑
石
井
正
敏
﹁
渤
海
の
地
方
社
會
﹂
(﹃
日
本
渤

海
關
係
�
の
硏
究
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
二
〇
〇
一
年
︑
初
出
一
九
九
八

年
)︑
古
畑
園
﹁
渤
海
の
首
領
硏
究
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(佐
Q
信

�
﹃
日
本
と
渤
海
の
古
代
�
﹄
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
三
年
)︑
金

東
宇
﹃
渤
海
地
方
瓜
治
體
制
硏
究
﹄
(
高
麗
大
學
校
大
學
院
�
學

科
・
Ö
士
學
位
論
�
︑
二
〇
〇
六
年
)
六
二
～
八
頁
な
ど
參
照
︒

(5
)

石
井
+

(4
)
論
�
︒

(6
)

石
井
正
敏
﹁
日
本
・
渤
海
關
係
の
槪
(
と
本
書
の
�
成
﹂
(石
井

+

(4
)
*
揭
書
)
三
八
～
九
頁
︒
鈴
木
靖
民
氏
も
夙
に
﹁
都
督
・

刺
�
・
縣
令
ク
ラ
ス
の
官
人
が
首
領
と
し
て
大
擧
し
て
國
外
へ
出
%

す
る
よ
う
な
事
態
は
︑
渤
海
政
權
の
地
方
荏
�
上
現
實
に
あ
り
う
べ

か
ら
ざ
る
こ
と
で
︑
到
底
考
え
が
た
い
﹂
(
鈴
木
+

(1
)
論
�
四

四
六
頁
)
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
︒

(7
)

金
東
宇
﹁
발
해
의

지
방
통
치
체
제
와

首
領
﹂
(﹃
韓
國
�
學
報
﹄

창
간
호
︑
一
九
九
六
年
)︑
宋
基
豪
a
﹁
地
方
瓜
治
와

그

실
상
﹂

(﹃
발
해

사
회
문
화
사

연
구
﹄
서
울
대
학
교
출
판
문
화
원
︑
二
〇
一

一
年
︑
初
出
一
九
九
七
年
)
︑
同
b
﹁
首
領
의

성
격
﹂
(同
*
書
︑

初
出
一
九
九
七
年
)
︑
林
相
先
﹃
渤
海
의

荏
�
勢
力

硏
究
﹄
怨
書

苑
︑
一
九
九
九
年
)
︑
濱
田
×
策
﹁
渤
海
國
の
京
府
州
郡
縣
制
の
整

備
と
首
領
の
動
向
﹂
(﹃
白
山
學
報
﹄
五
二
︑
一
九
九
九
年
)︑
朴
眞

淑
﹁
渤
海
의

地
方
荏
�
와

首
領
﹂
(﹃
國
�
館
論
叢
﹄
九
七
︑
二
〇
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〇
二
年
)︑
魏
國
忠
・
朱
國
忱
・
郝
慶
雲
﹃
渤
海
國
�
﹄
(中
國
社
會

科
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
)
三
二
五
～
三
四
頁
︑
李
美
子
﹁﹃
類

聚
國
�
﹄
に
見
る
渤
海
の
沿
革
記
事
に
つ
い
て
﹂
(﹃
日
本
思
想
�
2

硏
究
﹄
八
︑
二
〇
〇
六
年
)︑
�
永
振
・
李
東
輝
・
尹
鉉
哲
﹃
渤
海

�
論
﹄
(吉
林
�
�
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
)
一
八
八
～
九
三
頁
︑

姜
成
奉
﹁
발
해
수
령
과

고
려
도
령
의

상
관
성

검
토
﹂
(﹃
高
句
麗
渤

海
硏
究
﹄
四
二
︑
二
〇
一
二
年
)︒

(8
)

石
井
+

(4
)
論
�
︒

(9
)

森
田
悌
a
﹁
渤
海
首
領
考
﹂
(﹃
日
本
古
代
の
驛
傳
と
$
8
﹄
岩
田

書
院
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
初
出
一
九
九
八
年
)︑
古
畑
+

(4
)
論
�
︑

同
﹁
/
代
﹁
首
領
﹂
語
義
考
﹂
(﹃
東
北
大
學
東
洋
�
論
集
﹄
一
一
︑

二
〇
〇
七
年
)︑
金
東
宇
﹁
渤
海
首
領
의

槪
念
과

實
相
﹂
(﹃
東
垣

學
Ù
論
�
集
﹄
七
︑
二
〇
〇
五
年
)︑
同
+

(4
)
論
�
︑
姜
成
山

﹁﹃
類
聚
國
�
﹄
渤
海
沿
革
記
事
の
首
領
に
つ
い
て
﹂
(﹃
國
際
學
硏

究
﹄
三
︑
二
〇
一
三
年
)︒
こ
の
ほ
か
石
井
+

(4
)
論
�
に
先
立

つ
成
果
と
し
て
︑
森
田
悌
b
﹁
渤
海
の
首
領
に
つ
い
て
﹂
(﹃
弘
*
大

學
國
�
硏
究
﹄
九
四
︑
一
九
九
三
年
)︑
�
鎭
憲
﹁
渤
海
b
民
�
成

의

怨
解
析
﹂
(﹃
慶
熙
�
學
﹄
一
九
︑
一
九
九
五
年
)
が
擧
げ
ら
れ

る
︒

(10
)

石
井
正
敏
﹁
日
/
$
8
と
渤
海
﹂
(石
井
+

(4
)
*
揭
書
︑
初

出
一
九
七
六
年
)
五
二
二
～
四
頁
︒

(11
)

石
井
+

(4
)
論
�
一
〇
九
～
一
七
頁
︒

(12
)

森
田
+

(9
)
b
論
�
七
～
八
頁
︑
濱
田
+

(7
)
論
�
七
八
九

頁
︑
李
+

(7
)
論
�
六
二
～
五
頁
︑
鈴
木
靖
民
﹁
渤
海
の
國
家
と

對
外
$
液
﹂
(
한
일
문
화
교
류
기
금
・
동
북
아
역
사
재
단
편
﹃
東
아

시
아
속
의

渤
海
와

日
本
﹄
景
仁
�
2
社
︑
二
〇
〇
八
年
)
三
〇
頁
︑

拙
著
﹃
渤
海
王
國
の
政
治
と
社
會
﹄
(吉
川
弘
�
館
︑
二
〇
一
一
年
)

二
三
六
～
四
〇
頁
︒

(13
)

本
稿
は
+

(
12
)
拙
著
二
三
六
～
四
〇
頁
で
略
說
し
た
內
容
の
再

考
で
あ
り
︑
舊
稿
と
の
重
複
も
生
じ
る
點
を
豫
め
斷
っ
て
お
き
た
い
︒

(14
)

鳥
山
喜
一
著
・
k
木
o
馬
�
﹃
渤
海
�
上
の
諸
問
題
﹄
(風
閒
書

Ü
︑
一
九
六
八
年
)
四
〇
～
一
頁
︑
:
び
八
三
～
四
頁
︒

(15
)

瀧
川
政
<
郞
﹁
日
・
渤
官
制
の
比
�
﹂
(﹃
円
國
大
學
硏
究
院
硏
究

1
報
﹄
一
︑
一
九
四
一
年
)
二
九
頁
︑
和
田
淸
﹁
/
代
の
東
北
ア
ジ

ア
諸
國
﹂
(﹃
東
亞
�
硏
究
﹄
滿
洲
Ý
︑
財
團
法
人
東
洋
�
庫
︑
一
九

五
五
年
︑
初
出
一
九
五
四
年
)
一
三
二
頁
︑
李
龍
範
﹁
渤
海
王
國
의

社
會
�
成
과

高
句
麗
Þ
裔
﹂
(﹃
中
世
滿
洲
・
蒙
古
�
의
硏
究
﹄
同

和
出
版
公
社
︑
一
九
八
八
年
︑
初
出
一
九
七
二
年
)
四
六
～
七
頁
︑

金
+

(
1
)
論
�
二
七
九
頁
︒

(16
)

石
井
+

(10
)
論
�
五
二
二
～
四
頁
︒

(17
)

石
井
+

(4
)
論
�
一
〇
九
～
一
七
頁
︒

(18
)

古
畑
園
氏
は
+

(
12
)
拙
著
の
書
[
で
︑
筆
者
が
Ⓑ
を
﹁
印
在
/

學
問
僧
永
忠
ら
の
付
す
る
�
の
書
を
傳
奉
す
る
に
﹂
と
訓
み
︑
Ⓒ
の

﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
を
﹁
永
忠
の
書
の
引
用
�
の
よ
う
で
あ
る
﹂
と

し
た
點

(+

(12
)
拙
著
二
三
六
頁
)
に
對
し
︑
傳
奉
を
﹁
傳
奉
す

る
に
﹂
と
訓
ん
で
引
用
を
¶
く
用
例
は
存
在
せ
ず
︑
傳
奉
は
驛
傳
或

い
は
仲
介
者
に
よ
る
傳
{
で
奉
上
す
る
の
U
と
批
l
す
る

(﹁
書
[

赤
羽
目
匡
由
著
﹃
渤
海
王
國
の
政
治
と
社
會
﹄﹂﹃
�
學
雜
誌
﹄
一
二

一−
八
︑
二
〇
一
二
年
︑
一
〇
六
頁
)
︒
傳
奉
を
﹁
傳
奉
す
る
に
﹂

と
し
た
點
は
筆
者
の
Ò
り
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
筆
者
は
な
お
︑
Ⓒ
と
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永
忠
の
�
報
と
の
關
係
を
想
定
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
と
思
う
︒

(19
)

盧
泰
敦
﹁
渤
海
國
의

b
民
�
成
과

渤
海
人
의

族
源
﹂
(白
山
¤

料
院
�
﹃
渤
海
�
硏
究
論
Õ
集
﹄
同
¤
料
院
︑
一
九
八
九
年
︑
初
出

一
九
八
五
年
)
三
〇
二
頁
︒

(20
)

瀧
川
+

(15
)
論
�
二
九
頁
︑
和
田
淸
﹁
渤
海
國
地
理
考
﹂
(和

田
+

(15
)
*
揭
書
︑
初
出
一
九
五
四
年
)
一
一
二
頁
な
ど
︒

(21
)

金
+

(4
)
論
�
六
三
～
五
頁
︒
渤
海
初
1
に
渤
海
を
訪
問
し
た

%
者
の
見
聞
記
を
も
と
に
し
た
記
事
で
あ
る
と
い
う
指
摘
自
體
は
︑

こ
れ
以
*
に
も
鯵
略
に
な
さ
れ
て
い
た

(盧
+

(19
)
論
�
三
〇
二

頁
︑
宋
+

(7
)
a
論
�
一
一
三
～
四
頁
)︒

(22
)

+

(12
)
拙
著
二
三
四
～
六
頁
︒

(23
)

石
井
正
敏
﹁
日
本
・
渤
海
8
$
養
老
四
年
開
始
說
の
檢
討
﹂
(石

井
+

(4
)
*
揭
書
︑
初
出
一
九
九
九
年
)︒

(24
)

後
Q
四
郞
﹁
持
瓜
・
�
武
兩
天
皇
の
國
風
諡
號
の
�
N
に
つ
い

て
﹂
(﹃
南
都
佛
敎
﹄
三
三
︑
一
九
七
四
年
)
三
二
～
八
頁
︒

(25
)

�
武
の
國
風
諡
號
に
つ
い
て
︑
à
御
後
ま
も
な
く
慶
雲
四

(七
〇

七
)
年
十
一
�
に
ま
ず
﹁
倭
根
子
豐
祖
父
﹂
が
お
く
ら
れ
︑
後
に

﹃
日
本
書
紀
﹄
が
成
立
し
た
養
老
四

(七
二
〇
)
年
ま
で
の
閒
に

﹁
天
之
眞
宗
豐
祖
父
﹂
に
改
定
さ
れ
た
と
す
る
衣
見
も
あ
る

(山
田

英
雄
﹁
古
代
天
皇
の
諡
に
つ
い
て
﹂
(﹃
日
本
古
代
�
攷
﹄
岩
波
書
店
︑

一
九
八
七
年
︑
初
出
一
九
七
三
年
︑
一
一
一
～
二
頁
:
び
一
二
三

頁
)︒
し
か
し
後
Q
氏
が
�
確
に
考
證
す
る

(後
Q
+

(24
)
論
�

三
二
～
六
頁
)
よ
う
に
︑
�
武
が
à
御
後
五
〇
年
^
く
︑
諡
號
が
上

ら
れ
る
以
*
の
稱
で
あ
る
﹁
大
行
﹂
天
皇
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
み
て
疑
問
で
あ
る
︒

(26
)

以
上
︑
奈
良
時
代
の
修
�
事
業
は
︑
笹
山
晴
生
﹁
續
日
本
紀
と
古

代
の
�
書
﹂
(
靑
木
和
夫
・
稻
岡
×
二
・
笹
山
晴
生
・
白
Q
禮
幸
校

!
﹃
續
日
本
紀
﹄
一
︑
怨
日
本
古
典
�
學
大
系
一
二
︑
岩
波
書
店
︑

一
九
八
九
年
)
四
八
五
～
九
五
頁
參
照
︒

(27
)

笹
山
+

(26
)
論
�
四
九
五
～
五
〇
三
頁
︒

(28
)

例
え
ば
︑
朴
時
亨

(朴
鐘
鳴
譯
)
﹁
渤
海
�
硏
究
の
た
め
に
﹂
(
旗

田
巍
・
井
上
秀
雄
�
﹃
古
代
G
鮮
の
基
本
問
題
﹄
學
生
社
︑
一
九
七

四
年
︑
原
著
一
九
六
二
年
)
一
五
七
頁
︒

(29
)

森
田
+

(9
)
b
論
�
七
～
八
頁
︒

(30
)

石
井
+

(
4
)
論
�
一
一
五
頁
︒
Ⓒ
⑤
を
﹁
州
縣
に
館
驛
が
な
﹂

い
と
す
る
解
釋
自
體
は
︑
西
嶋
定
生
﹁
東
ア
ジ
ア
世
界
と
册
封
體

制
﹂
(﹃
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
と
日
本
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
〇
年
︑

初
出
一
九
六
二
年
)
九
〇
頁
で
示
さ
れ
て
い
た
︒

(31
)

筆
者
も
以
*
石
井
氏
の
解
釋
を
荏
持
し
︑
Ⓒ
⑤
を
﹁
州
縣
に
館
驛

無
し
﹂
と
訓
ん
で
い
た

(
+

(12
)
拙
著
二
三
六
頁
)︒
以
下
︑
再

考
し
て
見
解
を
改
め
る
︒
な
お
︑
+

(
12
)
拙
著
第
三
�
第
一
違
~

體
の
論
旨
に
修
正
を
(
す
る
點
が
生
じ
る
が
︑
ひ
と
ま
ず
今
後
の
課

題
と
し
た
い
︒

(32
)

+

(12
)
拙
著
三
六
頁
︒

(33
)

『蠻
書
﹄
の
原
�
は
︑
向
�
校
!
﹃
蠻
書
校
!
﹄
(
中
華
書
局
︑
一

九
六
二
年
)
に
よ
る
︒

(34
)

『
元
稹
集
﹄
の
原
�
は
︑
周
相
錄
校
!
﹃
元
稹
集
校
!
﹄
(上
海
古

籍
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
)
に
よ
る
が
︑
句
讀
は
私
に
改
め
た
︒

(35
)

神
田
信
夫
・
山
根
幸
夫
�
﹃
中
國
�
籍
解
題
辭
典
﹄
(
燎
原
書
店
︑

一
九
八
九
年
)
二
八
八
～
九
頁
︒
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(36
)

『舊
/
書
﹄
卷
一
六
六
・
列
傳
一
一
六
・
元
稹
も
.
せ
て
參
照
︒

(37
)

周
+

(34
)
*
揭
書
九
九
二
頁
︒

(38
)

石
井
+

(4
)
論
�
一
一
五
頁
︒

(39
)

岸
俊
男
﹁
古
代
村
落
と
£
里
制
﹂
(﹃
日
本
古
代
籍
帳
の
硏
究
﹄
塙

書
Ü
︑
一
九
七
九
年
︑
初
出
一
九
五
一
年
)
二
六
六
～
七
頁
︒

(40
)

O
川
南
﹁
古
代
に
お
け
る
里
と
村
﹂
(﹃
律
令
國
郡
里
制
の
實
宴
﹄

下
︑
吉
川
弘
�
館
︑
二
〇
一
四
年
︑
初
出
二
〇
〇
三
年
)
五
五
～
九

頁
︒

(41
)

以
上
︑
古
代
の
日
本
�
料
に
お
け
る
館
驛
︑
驛
館
の
用
例
に
つ
い

て
は
︑
石
井
+

(4
)
論
�
一
一
五
～
六
頁
參
照
︒

(42
)

こ
の
よ
う
に
Ⓒ
⑤
～
⑦
を
︑
州
縣
・
館
驛
と
靺
鞨
部・

落・

と
の
集
落

形
態
を
比
�
し
た
一
�
と
解
釋
し
た
場
合
︑
州
縣
は
よ
い
と
し
て
館

驛
は
集
落
で
は
な
い
︒
集
落
形
態
の
比
�
な
ら
ば
︑
州
縣
と
部
落
と

の
.
記
・
比
�
で
十
分
と
い
う
疑
問
が
生
じ
よ
う
︒
こ
こ
に
館
驛
が

殊
d
に
揷
入
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
後
営
す
る
︒

(43
)

そ
も
そ
も
渤
海
の
靺
鞨
部・

落・

に
つ
い
て
記
す
Ⓒ
⑥
・
⑦
が
︑
机
上

の
知
識
に
よ
る
と
考
え
れ
ば
︑
比
�
對
象
で
あ
る
州
縣
・
館
驛
も
あ

え
て
/
の
實
在
の
そ
れ
と
見
な
す
必
(
は
な
く
な
る
︒
し
か
し
渤
海

の
地
方
社
會
に
つ
い
て
生
き
生
き
と
し
た
�
報
を
提
供
す
る
Ⓒ
⑤
～

⑪
が
見
聞
に
基
づ
か
な
い
記
事
だ
と
は
考
え
難
い
︒
Ⓒ
⑥
・
⑦
が
机

上
の
知
識
に
よ
る
可
能
性
を
排
除
す
る
︒

(44
)

こ
れ
に
よ
り
︑
渡
/
經
驗
を
持
た
な
い
七
二
八
年
の
?
渤
海
%
は

Ⓒ
�
報
の
收
集
者
の
候
補
か
ら
外
れ
︑
同
時
に
Ⓒ
が
渤
海
草
創
1
の

事
�
を
傳
え
る
と
い
う
想
定
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

(45
)

渤
海
の
日
/
閒
中
繼
の
事
例
に
つ
い
て
は
︑
後
営
ⅳ
を
除
い
て
石

井
+

(10
)
論
�
五
一
六
頁
表
八
參
照
︒

(46
)

『續
日
本
紀
﹄
卷
一
三
・
天
O
一
一

(七
三
九
)
年
七
�
癸
卯
條
︑

:
び
十
一
�
辛
卯
條
︒

(47
)

『續
日
本
紀
﹄
卷
二
二
・
天
O
寶
字
三

(七
五
九
)
年
春
正
�
丁

酉
︑
同
二
�
戊
戌
朔
條
︑
癸
丑
條
︑
同
十
�
辛
亥
條
︑
同
卷
二
三
・

天
O
寶
字
五

(
七
六
一
)
年
八
�
甲
子
條
︒

(48
)

『
續
日
本
紀
﹄
卷
二
四
・
天
O
寶
字
七

(
七
六
三
)
年
十
�
乙
亥

條
︑
同
卷
二
五
・
天
O
寶
字
八

(
七
六
四
)
年
七
�
甲
寅
條
︒
な
お
︑

濱
田
×
策
﹁
留
/
學
僧
戒
融
の
日
本
歸
國
を
め
ぐ
る
渤
海
と
怨
羅
﹂

(﹃
日
本
古
代
の
傳
承
と
東
ア
ジ
ア
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
一
九
九
五
年
)

參
照
︒

(49
)

東
野
治
之
﹁
日
/
閒
に
お
け
る
渤
海
の
中
繼
貿
易
﹂
(﹃
?
/
%
と

正
倉
院
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
二
年
︑
初
出
一
九
八
四
年
)
一
三
二

頁
參
照
︒

(50
)

こ
の
ほ
か
大
曆
一
二

(
七
七
七
)
年
正
�
に
︑
渤
海
が
/
に
日
本

の
舞
女
を
獻
じ
て
い
る
が

(﹃
舊
/
書
﹄
代
宗
本
紀
︑
同
渤
海
靺
鞨

傳
な
ど
)︑
Ⓒ
�
報
の
收
集
・
傳
�
者
の
候
補
と
し
て
は
除
外
し
て

よ
い
︒

(51
)

以
下
︑
永
忠
の
入
/
と
歸
國
に
つ
い
て
は
︑
石
井
+

(
10
)
論
�

五
一
八
～
九
頁
︒

(52
)

石
井
+

(10
)
論
�
五
一
九
頁
︒

(53
)

°
賓
一
帶
說
は
劉
振
華
﹁
,
關
渤
海
�
�
三
個
問
題
﹂
(孫
N

己
・
馮
季
昌
)
�
﹃
渤
海
�
論
著
匯
�
﹄
北
方
�
地
¤
料
�
委
會
・

東
北
民
族
歷
�
考
古
¤
料
信
息
硏
究
會
︑
一
九
八
七
年
︑
初
出
一
九

八
五
年
)
五
～
六
頁
︑
東
京
龍
原
府
・
南
京
南
海
府
管
 
地
域
說
は
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金
+

(1
)
論
�
二
七
九
頁
︑
�
+

(9
)
論
�
一
二
五
頁
︒
一
方

鈴
木
靖
民
氏
は
︑
渤
海
初
1
の
樣
相
と
み
て
︑
大
祚
榮
政
權
の
根
據

地
で
あ
る
粟
末
部
や
白
山
部
の
居
b
地
と
す
る

(鈴
木
+

(1
)
論

�
四
五
一
頁
)︒
な
お
東
京
龍
原
府
︑
南
京
南
海
府
を
始
め
と
す
る

渤
海
五
京
の
現
在
地
比
定
は
︑
河
上
+

(2
)
b
論
�
參
照
︒

(54
)

他
に
﹃
册
府
元
¶
﹄
卷
九
五
九
・
外
臣
部
・
土
風
一
に
も
見
え
る
︒

(55
)

劉
+

(53
)
論
�
五
頁
︑
�
+

(9
)
論
�
一
二
四
頁
な
ど
︒

(56
)

新
妻
利
久
﹃
渤
海
國
�
:
び
日
本
と
の
國
$
�
の
硏
究
﹄
(學
Ù

書
出
版
會
︑
一
九
六
九
年
)
二
〇
一
～
三
頁
︒

(57
)

鈴
木
靖
民
氏
は
︑
Ⓒ
を
﹁﹃
日
本
後
紀
﹄
�
者
が
︑
(中
略
)
在
/

の
�
曆
寺
僧
永
忠
の
書
鯵
を
も
と
に
渤
海
の
沿
革
の
う
ち
初
1
の
粟

末
の
樣
子
を
営
べ
た
﹂
(鈴
木
+

(12
)
論
�
三
〇
頁
)
も
の
と
指

摘
す
る
︒
渤
海
初
1
の
粟
末
の
樣
子
と
い
う
點
は
私
見
と
見
解
を
衣

に
す
る
が
︑
傾
聽
す
べ
き
見
解
だ
と
思
う
︒

(58
)

/
で
は
外
國
%
�
の
入
京
後
︑
鴻
臚
寺
が
%
者
を
e
?
し
外
國
�

報
に
つ
い
て
事
�
聽
取
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た

(河
內
春
人

﹁﹃
怨
/
書
﹄
日
本
傳
の
成
立
﹂﹃
東
ア
ジ
ア
$
液
�
の
な
か
の
?
/

%
﹄
ã
古
書
院
︑
二
〇
一
三
年
︑
初
出
二
〇
〇
四
年
︑
二
三
九
～
四

二
頁
)︒
こ
う
し
た
外
國
に
關
す
る
�
報
が
︑
實
錄
な
ど
�
年
體
の

�
書
で
ど
う
繫
年
さ
れ
る
か
の
問
題
は
︑
今
後
の
檢
討
課
題
で
あ
る
︒

(59
)

『
�
記
﹄
卷
八
八
・
蒙
恬
列
傳
︑
同
卷
一
一
〇
・
匈
奴
列
傳
︑﹃
漢

書
﹄
卷
六
四
下
・
王
襃
傳
︑﹃
隋
書
﹄
卷
七
九
・
蕭
巋
傳
︑﹃
北
�
﹄

卷
一
・
L
元
Ì
本
紀
・
泰
常
八
年
二
�
戊
辰
︑
同
卷
六
二
・
王
思
政

傳
︑﹃
藝
�
類
聚
﹄
卷
九
・
水
部
下
・
湖
︑
同
卷
二
〇
・
人
部
四
・

賢
︑
同
卷
五
七
・
雜
�
部
三
・
七
︑
同
卷
六
一
・
居
處
部
一
・
總
載

居
處
︑
同
卷
八
八
・
木
部
上
・
槐
な
ど
︒

(60
)

『
舊
/
書
﹄
卷
五
三
・
李
密
傳
︑
同
卷
六
七
・
李
靖
傳
︑
同
卷
一

七
八
・
�
畋
傳
︑
同
卷
一
八
三
・
武
�
秀
傳
︑
同
卷
一
九
七
・
林
邑

國
傳
︑
同
婆
利
國
傳
︑
﹃
怨
/
書
﹄
卷
八
三
・
安
樂
公
)
傳
︑﹃
元
和

郡
縣
圖
志
﹄
卷
一
七
・
河
東
�
四
・
合
河
縣
︑
同
卷
三
九
・
隴
右

�
・
Q
樂
縣
︑
﹃
8
典
﹄
卷
一
八
七
・
南
蠻
上
・
西
爨
︑
同
卷
一
九

〇
・
西
戎
二
・
違
求
拔
︑
同
卷
一
九
三
・
西
戎
五
・
師
子
︑
同
卷
一

九
五
・
北
狄
二
・
匈
奴
下
︑﹃
續
高
僧
傳
﹄
卷
一
・
梁
釋
寶
唱
傳
︑

同
卷
五
・
梁
釋
僧
旻
傳
︑
同
卷
一
〇
・
隋
釋
法
瓚
傳
︑﹃
法
苑
珠
林
﹄

卷
一
〇
〇
・
興
福
部
五
・
太
宗
�
皇
Ì
な
ど
︒
そ
の
た
右
と
の
重
複

を
含
め
﹃
白
氏
長
慶
集
﹄﹃
樊
川
�
集
﹄﹃
/
會
(
﹄
﹃
册
府
元
¶
﹄

﹃
太
O
寰
宇
記
﹄
等
の
/
代
�
料
に
︑
�
袤
の
用
例
は
枚
擧
に
遑
な

い
︒

(61
)

石
井
正
敏
﹁
神
¶
四
年
︑
渤
海
の
日
本
8
$
開
始
と
そ
の
事
�
﹂

(
石
井
+

(4
)
*
揭
書
︑
初
出
一
九
七
五
年
)︑
同
﹁
第
一
囘
渤
海

國
書
の
解
釋
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(同
*
書
︑
初
出
一
九
九
九
年
)︑
同

﹁
日
本
・
渤
海
$
涉
と
渤
海
高
句
麗
繼
承
國
U
識
﹂
(同
*
書
︑
初
出

一
九
七
五
年
)
︒

(62
)

『
j
五
天
竺
國
傳
﹄
は
︑
桑
山
正
N
�
﹃
_
超
j
五
天
竺
國
傳
硏

究
﹄
(
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
�
︑
一
九
九
二
年
)
を
參
照
︒

(63
)

古
畑
+

(4
)
論
�
二
一
四
～
五
頁
︒

(64
)

濱
田
+

(7
)
論
�
七
八
三
頁
︒

(65
)

空
海
�
﹃
御
å
來
目
錄
﹄
(
一
卷
︒
八
〇
六
年
成
立
︒
﹃
大
正
怨
修

大
藏
經
﹄
№
二
一
六
一
)
に
よ
れ
ば
︑
永
忠
は
入
/
後
︑
長
安
の
西

L
寺
に
b
し
て
い
た
︒
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(66
)

古
畑
園
a
﹁
渤
海
・
日
本
閒
航
路
の
諸
問
題
﹂
(﹃
古
代
�
2
﹄
四

六−

八
︑
一
九
九
四
年
)
七
～
八
頁
︑
同
b
﹁
渤
海
・
日
本
閒
の
航

路
に
つ
い
て
﹂
(﹃
古
代
$
8
硏
究
﹄
四
︑
一
九
九
五
年
)
一
〇
九
頁
︒

(67
)

°
賓
府
を
︑
ウ
ス
リ
ー
ス
ク
市

(鳥
山
他
+

(14
)
*
揭
書
一
九

六
頁
)
や
︑
黑
龍
江
省
東
寧
市
の
大
城
子
古
城

(孫
N
己
・
馮
永
ç

)
�
﹃
東
北
歷
�
地
理
﹄
第
二
卷
︑
黑
龍
江
人
民
出
版
社
︑
一
九
八

九
年
︑
四
〇
四
頁
)
に
あ
て
る
見
解
が
あ
る
︒

(68
)

+

(12
)
拙
著
二
一
二
～
四
頁
︒

(69
)

古
畑
園
﹁
渤
海
円
國
關
係
記
事
の
再
檢
討
﹂
(﹃
G
鮮
學
報
﹄
一
一

三
︑
一
九
八
四
年
)
一
六
～
八
頁
︒

(70
)

古
畑
+

(18
)
論
�
一
〇
六
頁
︒

(71
)

｢李
他
仁
墓
誌
﹂
に
つ
い
て
は
︑
孫
鐵
山
﹁
/
李
他
仁
墓
志
考
釋
﹂

(陝
西
省
考
古
硏
究
�
�
﹃
�
è
集
﹄
下
︑
陝
西
人
民
美
Ù
出
版
社
︑

一
九
九
八
年
)︑
拜
根
興
﹁
李
他
仁
墓
志
涉
:

箇
問
題
﹂
(﹃
/
代

高
麗
百
濟
移
民
硏
究
﹄
中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
︑
初

出
二
〇
一
〇
年
)︑
안
정
준
﹁﹁
李
他
仁
墓
誌
銘
﹂
탁
본

사
진
의

발

견
과

새

판
독
문
﹂
(﹃
高
句
麗
渤
海
硏
究
﹄
五
二
︑
二
〇
一
五
年
)

參
照
︒

(72
)

武
田
幸
男
﹁
六
世
紀
に
お
け
る
G
鮮
三
國
の
國
家
體
制
﹂
(井
上

光
貞
他
�
﹃
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
�
é
座
﹄
四
︑
學

生
社
︑
一
九
八
〇
年
)
四
二
～
三
頁
︒

(73
)

石
井
+

(4
)
論
�
一
一
六
頁
︒

(74
)

管
見
に
入
っ
た
用
例
は
︑
以
下
の
8
り
で
あ
る
︒﹃
宋
書
﹄
卷
九

三
・
劉
凝
之
傳
︑﹃
南
齊
書
﹄
卷
五
五
・
韓
靈
敏
傳
附
倪
t
之
母
丁

氏
︑﹃
梁
書
﹄
卷
二
八
・
夏
侯
亶
傳
附
魚
弘
︑﹃
南
�
﹄
卷
五
二
・
始

興
忠
武
王
憺
︑
﹃
8
典
﹄
卷
一
九
六
・
北
狄
・
拓
跋
氏
︑﹃
太
O
御

覽
﹄
卷
四
一
五
・
人
事
部
・
孝
女
�
引
王
韶
之
﹃
孝
子
傳
﹄︑
同
卷

九
一
三
・
獸
部
・
㺊
�
引
東
方
朔
﹃
神
衣
經
﹄︑
﹃
太
O
廣
記
﹄
卷
一

一
三
・
報
應
・
劉
齡
︑﹃
¼
朴
子
﹄
內
Ý
卷
二
・
�
U
九
︑
同
外
Ý

卷
四
・
自
敍
五
一
︒

(75
)

『日
本
書
紀
﹄
卷
二
四
・
皇
極
天
皇
三
年
秋
七
�
條
︑﹃
續
日
本

紀
﹄
卷
七
・
養
老
元
年
四
�
壬
辰
條
︑﹃
日
本
後
紀
﹄
卷
一
二
・
�

曆
二
四
年
四
�
癸
卯
條
︑
﹃
類
聚
國
�
﹄
卷
一
七
三
・
疾
病
・
大
同

三
年
二
�
丙
辰
條
︑
同
卷
五
四
・
�
ë
・
天
長
六
年
十
�
乙
丑
條
︑

﹃
日
本
三
代
天
皇
實
錄
﹄
卷
八
・
貞
觀
六
年
正
�
十
四
日
辛
丑
條
︒

(76
)

『令
集
解
﹄
で
は
戶
令
鰥
寡
條
本
�
と
︑
職
員
令
左
京
職
條
・
戶

令
鰥
寡
條
・
同
國
守
¬
行
條
・
考
課
令
國
郡
司
條
の
各
條
の
諸
!
︑

﹃
�
喜
式
﹄
で
は
民
部
式
下
・
在
路
ì
病
條
︑﹃
類
聚
三
代
格
﹄
で
は

弘
仁
十
四
年
二
�
二
一
日
太
政
官
謹
奏

(卷
一
五
・
易
田
幷
公
營
田

事
)
︑
í
O
七
年
十
二
�
三
日
太
政
官
符

(
卷
一
九
・
禁
制
事
)︑
í

O
三
年
九
�
十
一
日
太
政
官
符

(
同
*
)
に
用
例
が
散
見
す
る
︒

(77
)

卷
一
・
開
成
四
年
四
�
五
日
條
︒

(78
)

朴
+

(28
)
論
�
一
五
七
頁
︑
石
井
+

(
4
)
論
�
一
一
八
～
二

八
頁
︒

(79
)

石
井
+

(
4
)
論
�
一
四
〇
～
一
頁
︒

(80
)

Ⓒ
⑧
に
よ
る
限
り
︑
部
落
に
靺
鞨
人
の
み
な
ら
ず
﹁
土
人
﹂
す
な

わ
ち
高
句
麗
人
が
存
在
し
た
と
み
る
他
な
い
︒
石
井
氏
の
部
落
�
成

員
の
理
解
に
對
し
︑
こ
の
點
を
衝
い
た
森
田
悌
氏
の
�
確
な
批
l
が

あ
る

(森
田
+

(
9
)
a
論
�
一
九
五
頁
)︒

(81
)

石
井
+

(4
)
論
�
一
四
二
頁
︒
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(82
)

な
お
Ⓒ
⑪
を
︑
百
姓
を
)
語
と
し
て
は
訓
讀
・
解
釋
し
難
い
こ
と

に
つ
い
て
は
︑
石
井
+

(4
)
論
�
一
三
八
～
九
頁
:
び
一
四
一
頁

を
參
照
︒
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)

鈴
木
+

(1
)
論
�
四
四
二
頁
︑
石
井
+

(4
)
論
�
一
四
一
～

二
頁
︒
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)

大
隅
+

(2
)
論
�
一
一
四
頁
︑
石
井
+

(4
)
論
�
一
四
〇
～

四
頁
︒
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)

古
畑
+

(4
)
論
�
二
一
四
～
五
頁
︒

(86
)

梅
村
喬
﹁
古
代
百
姓
觀
の
展
開
﹂
(﹃
愛
知
縣
立
大
學
�
學
部
論

集
﹄
一
般
敎
育
�
︑
三
三
︑
一
九
八
三
年
)︒

(87
)

な
お
﹁
渤
海
沿
革
記
事
﹂
の
﹁
首
領
﹂
は
︑
こ
の
よ
う
に
渤
海
國

內
で
そ
の
名
で
呼
ば
れ
實
在
し
た
存
在
と
見
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れ
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で
︑
當
時
の

中
國
に
お
け
る
外
國
記
事
の
記
営
類
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從
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て
永
忠
が
表
現
し
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も
の
と
は
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え
に
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い
︒
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か
し
例
え
ば
先
営
の
﹃
j
五
天
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國

傳
﹄
で
は
︑
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領
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︑
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に
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ぐ
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な
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力
者
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あ
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︒
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故
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う
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た
用
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踏
ま
え
︑

後
営
の
如
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︑
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地
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落
の
首
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で
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(
都
督
・
刺

�
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に
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ぐ
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力
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呼
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し
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︑
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海
で
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領
﹂
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が
%
わ
れ
た
可
能
性
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あ
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と
思
う
︒
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古
畑
園
﹁
渤
海
%
の
�
2
%
�
�
側
面
の
再
檢
討
﹂
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東
北
大
學

東
洋
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集
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︑
二
二
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～
三
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頁
︒
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)

例
え
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王
承
禮
著
・
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畑
園
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代
渤
海
﹃
貞
惠
公
)
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志
﹄
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﹃
貞
孝
公
)
墓
志
﹄
の
比
�
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﹂
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鮮
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報
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〇
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︑
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九
八
二
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八
～
九
頁
︒
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)

鈴
木
+
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四
四
二
～
七
頁
︑
河
上
+
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)
a
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�
一

四
～
八
頁
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︒
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)

特
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魏
他
+
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)
*
揭
書
三
二
九
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は
︑
こ
の
點
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强
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す
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︒
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)

鈴
木
+
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1
)
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�
四
四
五
頁
︒
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)
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山
�
+
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)
*
揭
書
九
～
一
〇
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︒
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)

魏
他
+
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)
*
揭
書
三
二
二
～
三
四
頁
︒
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)

日
野
開
三
郞
﹁
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民
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子
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﹂
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︑
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書
Ü
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年
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五
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年
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六
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～
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頁
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照
︒
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)

蕃
長
は
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代
八
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九
世
紀
よ
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稱
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︑
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衣
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壽
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事
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﹄
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︑
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九
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︑
七
九
頁

:
び
九
〇
頁
)
︒
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)
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會
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︑
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﹁﹃
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︑
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AN ANALYSIS OF THE ʻACCOUNT OF THE HISTORY OF

BALHAE 渤海 ʼ IN THE RUIJŪKOKUSHI 類聚國

AKABAME Masayoshi

The Ruijūkokushi is an encyclopedia, completed by Sugawara no Michizane in

892. The section dated the 25th day of the sexagenary cycle of the 4th month in the

15th year of the Enryaku era in the 193rd volume of the Ruijūkokushi includes an

account of the history of Balhae. It describes its founding and the local society of

Balhae, providing a precious source for consideration of the domestic affairs in

Balhae. Because the latter section describes the organization of the local

administration and the ethnic composition of the local people, it has attracted much

attention.

In regard to this account, local society and governance has been discussed

through an examination of the character of the shuryō首領, a title that appears in

the text. However, the problem of how to think about the historical character of

this account is an important prerequisite for any further discussion. As for this

problem, there has been a consensus of opinion and there seemed to be no need for

further discussion. Afterwards, there has been some consideration of the historical

character of the account, albeit fragmentary in nature. This author thus thinks that

it is necessary to reexamine this issue using a thoroughly empirical approach.

In this study, the author first reexamines the historical character of the account

and then employs his findings as a key in interpreting the account, and finally

concludes by offering some remarks on the circumstances of local society and its

governance in Balhae.

THE NERCHINSK CONFERENCE IN 1689 :

BORDER NEGOTIATIONS BETWEEN RUSSIA AND QING

MATSUURA Shigeru

In 1689 Russia and Qing concluded the Nerchinsk Treaty, demarcating the

border of the Amur district between the two empires, and ending the warfare in

this district that had continued for almost ten years. The border stipulated in the
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